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─────────────────────────────── 

午前１０時０２分開会 

開  会 

 

○議長（関 誠一郎君） 議員各位には、何かとご多用のところご出席をいただき、大変

ご苦労さまでございます。 

 ただいまから議会全員協議会を始めます。 

─────────────────────────────── 

議長挨拶 

 

○議長（関 誠一郎君） 本日の全員協議会は、来る12月７日に招集されます令和３年第

４回城里町議会定例会に提案される事項につきまして、事前にご協議いただくものであり

ます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 また、コロナウイルス対策といたしまして、議場内でのマスク着用及び水分補給を許可

しております。 

 本日の出席状況についてご報告いたします。全員出席でございます。 

─────────────────────────────── 

町長挨拶 

 

○議長（関 誠一郎君） ここで町長よりご挨拶をいただきます。 

 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 本日は、令和３年第４回議会定例会に提案します議案等につき

まして、事前に議会議員の皆様にご説明するため、全員協議会の開催をお願いしましたと

ころ、公私ともご多用のところご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本日の全員協議会でありますが、条例改正、条例制定、工事請負契約の締結、一

般会計補正予算及び特別会計補正予算、令和２年度一般会計をはじめとする特別会計の決

算認定について、政治倫理審査会の委員の選任についての議案30件についてご説明を申し

上げるものです。また、令和２年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、決

算審査意見書の一部に修正が生じたため、決算審査意見書の一部を修正し、本定例会にお

いて提案するものです。 

 以上、概要をご説明させていただきました。詳細については担当課長よりご説明させて

いただきますので、慎重審議を賜りますようお願い申し上げ、挨拶に代えさせていただき

ます。よろしくお願い申し上げます。 

─────────────────────────────── 
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協議事項 

 

○議長（関 誠一郎君） これより会議に入ります。 

 会議次第に従い会議を進めてまいりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

 執行部におきましては、自席で説明をお願いいたします。 

 なお、ご質問のある方は挙手をし、議席番号を述べた上でご質問ください。 

 それでは、議案第74号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） それでは、議案第74号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第74号 城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例についてでありますが、固定資産税の還付事務処理において予算計上が遅れた

ため、その責任として町長の令和４年１月の給料を10％減額するものでございます。 

 以上、議案第74号についてご説明申し上げましたが、詳細につきましては、議案第74号

説明資料１ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第74号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第75号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 議案第75号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第75号 城里町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例についてでありますが、施設設置箇所の整合を図るため、町条例の一部を改正するも

のでございます。 

 以上、議案第75号についてご説明申し上げました。詳細につきましては、議案第75号説

明資料１ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第75号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第76号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） それでは、議案第76号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第76号 城里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でありますが、国民健康
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法の一部を改正する法律が令和４年４月１日から施行されることに伴い、町条例の一部を

改正するものです。 

 主な改正点につきましては、未就学児を対象とした軽減措置を追加するとともに、保険

税の賦課方式を見直すものとなってございます。 

 以上、議案第76号についてご説明申し上げました。詳細につきましては、議案第76号説

明資料１ページから18ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第76号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第77号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 続きまして、議案第77号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第77号 城里町国民健康保険条例の一部を改正する条例でありますが、健康保険法

施行令の一部が改正されたことに伴い、町条例の一部を改正するものです。 

 主な改正点としましては、出産育児一時金の総額を維持するため、町負担額の上限を引

き上げるものでございます。 

 以上、議案第77号についてご説明申し上げました。詳細につきましては、議案第77号説

明資料１ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第77号に対するご質問をお受けいたします。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） もう少し詳しいことが分かれば教えてほしいんですけれども、

大体概略的には分かるんですが、もうちょっと詳しく教えてください。 

○議長（関 誠一郎君） 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） それでは、４番藤咲議員のご質問にお答えしたいと思い

ます。 

 この条例でございますが、産科医療補償制度というものがございまして、こちらの掛金

が本年度まで１万6,000円でございました。来年度から１万2,000円に下がることになりま

すので、そうしますと総体で42万円ほど支給している出産一時金の総額が減ってしまいま

すので、それを維持するために、42万円とするために、今回改正するものでございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） いいです。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 
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〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第78号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 議案第78号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第78号 城里町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例等の一部を改正

する条例についてでありますが、消防庁より消防組織法第37条の規定に基づく消防団員の

処遇改善の通知を受け、令和４年４月１日より報酬基準を見直すため、町条例の一部を改

正するものでございます。 

 以上、議案第78号についてご説明申し上げましたが、詳細につきましては、議案第78号

説明資料１ページから２ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第78号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第79号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 議案第79号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第79号 城里町定住自立圏形成協定の議決に関する条例を廃止する条例についてで

ありますが、茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定を令和４年３月31日をもって廃

止することから、町条例を廃止するものです。 

 以上、議案第79号についてご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第79号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第80号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 議案第80号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第80号 城里町下水道事業の設置等に関する条例の制定についてでありますが、下

水道所業の法適化に伴い、地方公営企業法第４条の規定に基づき所要の条例を制定するも

のでございます。 

 以上、議案第80号についてご説明申し上げましたが、詳細につきましては、議案第80号

説明資料１ページから９ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（関 誠一郎君） これより議案第80号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第81号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 議案第81号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第81号 城里町下水道事業の剰余金の処分に関する条例の制定についてであります

が、下水道事業の法適化に伴いまして、地方公営企業法第32条第２項及び第３項の規定に

基づき、下水道事業における剰余金の処分に関し、必要な事項を定めるため、制定をする

ものでございます。 

 以上、議案第81号についてご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第81号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第82号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） 議案第82号 工事請負契約の締結につきましてご説明させて

いただきます。 

 城里町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的といたしまして、令和３年度常北保健センター空調設備更新等工事であ

ります。 

 ２、契約の金額は9,097万円、うち消費税827万円であります。 

 ３、契約の相手方は、茨城県東茨城郡城里町大字下圷1668番地２、株式会社金長設備工

業でございます。 

 ４、契約方法につきましては、一般競争入札において、令和３年11月16日に実施いたし

ました。 

 入札の結果につきましては、議案第82号説明資料のとおりでございます。 

 現在は仮契約中であり、議会の議決をいただいて本契約となります。 

 以上、ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第82号に対するご質問をお受けいたします。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） ここの契約というよりも、ちょっと疑問なんですが、保健福祉

センターですか、空調設備は随分前からいろいろやっているかと思うんですけれども、さ
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らにこれだけかけて、9,000万もかけてやる事業とは、どういうものをやるのかちょっと

説明いただきたいんですが。 

○議長（関 誠一郎君） 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） ４番藤咲議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 今、保健福祉センターのほうの空調工事をずっとやっているというようなお話をされた

と思うんですけれども、実は保健福祉センターですが、平成12年11月に竣工いたしており

まして、そのときから今まで21年間にわたって一度も空調設備の更新ということはやって

おりません。 

 それで今現在ですけれども、今回の工事の内容でございますが、常北保健福祉センター

の空調設備の経年劣化及びそれに伴う改修工事というような内容になってございます。具

体的には屋上の雨漏り防止工事及び正面入り口、玄関入り口のポーチの劣化に伴う改修工

事が含まれているところでございます。 

 工事の内容ですが、屋上防水改修が943平方メートル、ベランダ防水改修が340平方メー

トル、玄関ポーチタイルの貼りかえが63平方メートル、その他空調改修に伴う天井の張り

かえでございます。また、キュービクルの改修工事及び空調改修に伴う照明の付け替えも

行う予定でございます。 

 あと、機械設備の改修でございますが、エアコンですね、室外機を７台、室内機を43台、

こちらを更新する予定でおります。 

 以上でございます。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 今までのやっていた工事もろもろが補修で続けていたというこ

となんでしょうか。かなりいろいろやってはいたんだと思うんですけれども、何かちょっ

と、このぐらいかかるのはしようがないのかなと思うんですが、エアコン43台というの、

全部買い替えるんですか。それとも全部空調、本元からの空調とかじゃなくて、一つ一つ

のところのエアコンを設置するということなんですか。何かね、空調といっても、どうい

う形で工事されるのかなというのがちょっと見えないので、もうちょっと詳細をお願いで

きますか。 

○議長（関 誠一郎君） 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） 引き続き藤咲議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず交換するものは、屋上にある室外機を一式、あと43台の室内機でございますが、こ

ちらも設置から21年が経過しておりまして、かなり劣化しているものですから、こちらも

全部更新したいと思います。ただし、既存の配管及びダクト類の使えるものはそのまま再

利用させていただく予定でおります。 

 以上です。 

○４番（藤咲芙美子君） 分かりました。 



－９－ 

 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 今の話を聞いていると、経年劣化という感じで、全部交換しま

すというような話なんだけれども、コミュニティセンターもやっとね、終わったばかりな

のに、なぜ23年で壊れてもいないやつを経年劣化だからといって全部交換しますっていう

ような、今、本当にね、町にとって、国にとって、県にとって財政が厳しい折にこういう

ね、交換する、壊れたところから直していくというのが建前だと思うんですけれども、ど

う思います、そういうの。配管はそのままでほかのやつ全部交換するなんていうのは納得

いかないんですよね。配管だって劣化しているわけだから、やるんだったら全て交換でし

ょう、私から言わせれば。配管だけは残すなんていったら、漏れたら天井駄目になっちゃ

うでしょう、一気に。やるんなら、経年劣化で交換だというんだら、全て交換すべきでし

ょう、電気の配線から全て。そうじゃないと納得できないような気がするんですけれども。 

○議長（関 誠一郎君） 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） 14番小圷議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

 議員ご指摘のとおり、本来であれば全部、全て空調設備類を新しくできればね、配管ま

でできればいいんでしょうけれども、実際には経費の問題でかなり高くなってしまいます。 

 あと、なぜ21年ですけれども、21年たったら交換するかということなんですが、電子部

品というのは、やはり部品を供給する年限が決まっておりまして、じゃ25年も30年もメー

カーのほうで、その20数年前に作った部品を製造しているかというと、そういうことでは

ございません。車でも何でもそうですけれども、部品には、やはり供給年数というものが

ございまして、既に20年を経過しておりますので、もしも壊れた場合には新しい部品は入

らないと、メーカーのほうからもくぎを刺されているところでございますので、そこはご

理解をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（関 誠一郎君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 非常にちょっと残念だなと思う。使えるやつを部品が供給でき

ないからなんていったら、そうしたら車全て、公用車全部そういう形でいくんでしたら、

何年間たったら、車を全部交換するんですか。今までの行政からすると、まずは壊れたと

ころに代替で新しく付け替えて、壊れたものから交換してきているわけですよ。こういう

全部交換だなんていうんだったら、配管から全て交換しなければ、配管だって劣化してい

るのにね、部品が出ないからなんて先走って交換するというのもおかしい。壊れたものか

ら新しいやつに取り替えていけばいいことであって、修理を予測して21年たったやつを部

品が出ないからなんていって修理しようとする考えが課長、おかしいんじゃないですか。

21年たったやつ、修理するんですか、全て。車でも何でも、部品が出ないからといって、

そういう説明ではちょっと納得いかないんだよね。全て劣化だというんだったら、配管か

ら配線から全て劣化ですので、全部交換していただきたい。 
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○議長（関 誠一郎君） 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） 引き続き小圷議員さんのご質問にお答えしたいと思いま

す。 

 確かに全部交換できれば、繰り返しになっちゃいますけれども、いいんですけれども、

やはり20年以上経過すれば、計画的に設備類については更新していくべきだと思いますの

で、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（関 誠一郎君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） それが納得いかない。21年たったって、全部交換しているとこ

ろはないんですよ。こういう１億円近くかけて、全部今の言葉が当てはまるんでしたら、

桂の支所になっているところだの、体育館だの、公民館だのね、全部先にやるようでしょ

う、あそこの保健センターより先にできているんですから。桂の公民館にしたって。順番

が違うと思うんだよね、劣化で直すというんだったら。 

 以上。 

○議長（関 誠一郎君） 答弁よろしいですか。 

○１４番（小圷 孝君） いいよ。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第83号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 議案第83号 茨城県央地域定住自立圏の形成に関

する協定の廃止についてでありますが、近隣市町村と連携協力しまして定住促進や圏域全

体の活性化を図ることを目的に平成28年７月に本協定を締結しまして、平成29年４月から

広域連携事業を推進してきたところであります。今後より広い分野での連携が可能になる

連携中枢都市圏へ移行するため、茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定を令和４年

３月31日をもって廃止するため、城里町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の規定に

基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第83号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第84号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 議案第84号 いばらき県央地域連携中枢都市圏の

形成に関する連携協約の締結についてでありますが、既にご承知のとおり、11月15日に水



－１１－ 

 

戸市が連携中枢都市宣言をしたことに伴い、茨城県央定住自立圏の形成に関する協定によ

り実施してきました広域連携事業について、令和４年度から、県央地域全体の経済成長の

牽引、高次の都市機能の集積強化及び圏域全体の生活関連機能サービスの向上に係る取組

を実施することによりまして、県央地域が活力ある社会経済を維持し、町民が安心して快

適な暮らしを営むことができる圏域を形成することを目的に水戸市との間において、いば

らき県央地域連携中枢都市圏の形成に関する協約の締結をするため、地方自治法第252条

の２第３項の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、添付してございます資料のほうでご確認のほどお願いをしたいと

存じます。また、これに関連します資料のほうも３点ほど添付してございますので、後ほ

どご覧いただきたいと存じます。 

 説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第84号に対するご質問をお受けいたします。 

 ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） このいわゆる協定書というか、覚書というのを交わすんだと思

うんですけれども、これ具体的に書いている、この目的というものがあるんですけれども、

その目的の内容についてもう少し詳細に教えていただけますか。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ８番河原井議員のご質問にお答えをさせていただ

きます。 

 先ほど議案の中で、議案第79号等々で城里町の定住自立圏形成の協定に基づく各種事業

を行ってまいりました。そうした中で、城里町としましては、この事業の中で目玉事業と

しまして、石塚・赤塚線を運行しているところでございます。そうした町民の利便等をさ

らに向上するために、資料のほうでもございますけれども、今後30事業について、水戸市

はじめ９市町村と連携協力して、よりよい水戸を中心とした県央づくりに努めてまいる計

画となってございます。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

〔「これ画面に出してほしいんですけど」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 大丈夫ですか。 

〔「画面出ていないの」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） まだ説明しますか。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） じゃ補足ですみません。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） すみません、あと、補足で説明させていただきま

す。 

 添付資料のほうにもおつけしてございますいばらき県央地域連携中枢都市圏のビジョン
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概要版というようなことで、資料のほうをつけさせていただいてございます。この中に今

後進めていくべき事業等も掲載してございますので、その中で、先ほど申し上げました水

戸市を中心としました９市町村も連携協力して、よりよい圏域を目指していくというよう

なことでございます。ご理解のほどお願いしたいと存じます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） この後のページをめくっていくと、様々な方向性というか目的、

それから中身についてありますね、経済活動だったり観光、それから医療や介護、最後は

職員の能力の強化に至るまで事細かに書いてあります。これ具体的に具現化するというこ

とになると、結構、９市町村が連携をしてやっていくと思うんですが、そういう話合いと

いうのは、もう既にされているからここに出ているんだと思うんですけれども、具体的に

これっていうのは、これ今現在はできていないと思いますよね、バスの運行がメインだと

いうふうにおっしゃっていましたが。そうしますと、この方向性、段取りというか、これ

はいつ頃までに全部完結するような話で９市町村でお話合いがされていて、この協定を結

ぶに当たって、これはあくまでも今のところは目標なんだと思うんですが、このロードマ

ップ的なものというのは例えばどういうふうに作られているのか、ちょっとお聞きしたい

んですけれども。具体的にこれはまちづくり戦略課が先頭に立って、この町の代表者とし

て他市町村の皆さんと一緒に議論をしていく話なんだろうと思うんですけれども、どうい

った形で進めていくのか、イメージというか、雰囲気がちょっと分からないので、教えて

いただけますか。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 引き続き８番河原井議員のご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 この事業、まちづくり戦略課が全てやっていくというものではございませんで、今お示

ししてございます１番からですね、ずっとめくっていただきますと、30事業ほどございま

す。それぞれの担当課において、９市町村が集まりを開催しましたり、ウェブ会議等々で

その内容を一つずつ確認しながら詰めていったものでございます。 

 また、今後のスケジュールとしましては、ここにお示ししてございますように、今後素

案はパブリックコメント等が実施されまして、その後、正式には12月、お認めいただけれ

ば、この内容で協定の締結ということになりまして、その後２月に正式なビジョンの作成、

また、４月には、これから５年間、初年度としまして事業等を展開していくというような

スケジュールになってございます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） 分かりました。 
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 向こう５年に向けて議論をしていくというお話なんだろうと思うんですけれども、絵に

描いた餅というか、結構書いている内容というのが抽象的というか、ちょっとざっくりし

たイメージだと思いますが、それをきちっとこの経済活動、じゃ誰が経済活動の強化によ

って利益があるのかですよね。つまるところ、我々は町の議会ですから、町がどのような

発展を遂げていくのかということを地域の連携ですよね、自治体と連携しながらやってい

くということなんですが、そういったことについて今後きちっと話し合っていくというん

ですか、もう少し今議論をしていく中で、この中の全部はなかなか難しいと思いますが、

メインというか、幾つかあるんでしょうか。これは５年の先にはきっちりできているよと

いう、そういったものはあるんでしょうか。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 大きな目標としましては、ここにお示しをしてご

ざいますけれども、将来の目標人口というようなことで、2045年には65万人、これは65万

人を維持するというようなお話になりますでしょうか。そういうことが一つ掲げられてお

ります。 

 また、各施策に、各施策といいますか、大項目等の施策にそれぞれＫＰＩも設定してご

ざいますので、そのような中で現在の値、また、事業が終了します2026年度の目標値、こ

れに向けて連携協力して、よりよい県央地域を目指して進めていくというようなことでご

理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） この町がですね、この協定というか連携することによって、町

としてどのように発展するのか、どのように取り組もうとしているのかというのがやはり

見えません。それで、主に重点的に置いているのはバスの運行というようなことを答弁を

されていましたけれども、私気になるのは、医療としてどうなのかなというところです。

９市町村の中では、医療で病床を持っているところが、ほかみんな病床を持っている病院

があるのに、病床を持っているところがないのは城里町だけなんですね。このことについ

て何か、このまま維持するものなのか、それとも何か考えているのか。もしここのところ

で産業、産業と、確かに産業を広めるのはいいですけれども、医療的問題でどうしても納

得いきません。今、救急医療で第１次的に運んでもらえるというのは、水戸市にほとんど

お任せしたり、笠間にお任せしたりとかしていますけれども、そこら辺のところ、城里町

としてどのように医療形成を考えているのか、ちょっと分かれば教えていただきたいので

すが。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 
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○まちづくり戦略課長（小林克成君） 個別具体的な施策等については担当課になるとは

思うんですが、今回この連携中枢都市圏の協約の中では、お示しをしてございます高度な

医療サービスの提供というようなことで、この６番、周産期医療提供体制の維持確保、ま

たは医師確保事業というようなことで、なかなか単独市町村では経費の問題、その他問題

を抱えておりますけれども、そういう事業を広域の中で連携して行っていきましょうとい

うようなことで検討はされているところでございます。 

 説明は以上になります。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 答弁に苦しいのは分かりますけれども、医療関係がどうなって

いるのか、これはビジョン、ビジョンということでね、計画は立てます、周辺と連携して

いきますというのは分かるんですけれども、この町としてどういう計画があるのか、どう

いう対策を考えているのか。何かね、この中身を見ていると、非常に水戸市が都市化した

というんでしたっけ、水戸市が中核都市宣言したということで、水戸市がほとんど中心に

なって、全てみんな水戸市に吸い込まれていくような、そんな感じがしてなりません。城

里町として、どういう計画を持ってほかの中央の９都市圏から……、都市圏というか、笠

間、これは小美玉、茨城町、大洗との連携ということなんですけれども、どういう形でこ

れが連携されるのかなということで、置いてけぼりを食ってしまうような、そういう不安

を覚えております。そこら辺のところはどうなんでしょうか。この県央の協定について、

賛成すべきなのかどうか、ちょっと私も考えてしまいますが、この町が発展するならば賛

成もしたいと思いますけれども、何かビジョンというよりも、城里町としての独自な何か

方策というか、そういうものが考えられればいいんじゃないかなと思うんですけれども、

どうなんでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 私のほうからは到底お答えできるお話ではござい

ませんけれども、ここにもお示ししてございますように、医療体制でも、単独市町村では

なかなか難しいというお話は先ほどもさせていただきました。そのような中で、やはり近

隣の水戸市さんと連携協力しまして、あとは城里町としましては、水戸市に近いというよ

うな立地条件もございますので、そうした中で移住定住等に有利な施策を町単独では掲げ

ていって、一人でも多く移住定住していただくのが一番ベストかなというふうには、私個

人的にはですね、考えているところでございます。そのようなことでご理解をいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第85号を議題といたします。 
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 執行部より説明を求めます。 

 農業政策課長増井栄一君。 

○農業政策課長（増井栄一君） それでは、議案第85号でございます。水戸地方農業共済

事務組合の解散についてでありますが、県内３組合との合併により、解散することについ

て協議するため、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第85号に対するご質問をお受けいたします。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） この合併により、きめ細やかな住民サービスというようなこと

であったんだと思うんですけれども、この合併によって解散をしてしまうということが、

要するに住民は、これまでの住民の利益とか、それからサービスの低下とか、そういうも

のがちょっとどうなのかなという心配はあります。これから城里町としてどういう対策を

考えているのか、ちょっと教えていただきたいなと思います。何か合併をしてしまうと、

本当に身近な一人一人の住民がどういう思いをしているのかというようなことが見えなく

て、どこに行かなければならないのかというようなこともなかなか、手続するにしても、

何かを求めるにしても、遠くまで行かなければならないとか、そういうようなことがある

んではないかなと思うんですけれども、この共済組合というのは手続上だけなんでしょう

か。住民のサービスの影響はないんでしょうか。そこら辺のところを少しちょっと詳細、

教えていただければと思うんですけれども。 

○議長（関 誠一郎君） 農業政策課長増井栄一君。 

○農業政策課長（増井栄一君） ４番藤咲議員のご質問にお答えいたします。 

 合併による住民サービスの低下等はないのかというご質問でございますけれども、これ

までも共同処理の事務に関しましては、農業共済という事務に関して行っておりました。

今回４組合が合併して新しく組織ができるわけですが、中身を簡略化するというものでは

ございません。運営につきまして、共同に一括処理ということで、効率を目的とした合併

でございますので、手続上だけで影響はないのかというようなことですが、実際に合併と

いうことの手続で、業務の内容については影響はございません。 

 以上でございます。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） ということは、ほとんど今までと手続上とかそういうものは変

わらないということで認識してよろしいんでしょうか。 

○議長（関 誠一郎君） 農業政策課長増井栄一君。 

○農業政策課長（増井栄一君） 引き続きお答えさせていただきます。 

 これまでも農業共済につきましては、県内の各組合が茨城県の連合会という組織を基に

して共済事業を行っておりました。これまでも行っていた形態が合併によって連合会とい
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う組織で行っているというようなことについては変わりませんので、引き続き同じ業務が

継続できるということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（関 誠一郎君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第86号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 農業政策課長増井栄一君。 

○農業政策課長（増井栄一君） 続きまして、議案第86号でございます。水戸地方農業共

済事務組合の解散に伴う財産処分についてでありますが、同組合が所有する財産を処分す

ることについて協議するため、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求める

ものでございます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第86号に対するご質問をお受けいたします。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 財産処分の協議と言いましたので、この財産処分をする前とし

た後の対照貸借みたいな、対照表というんですか、何か具体的なものがあればちょっと教

えていただきたいと思います。 

○議長（関 誠一郎君） 農業政策課長増井栄一君。 

○農業政策課長（増井栄一君） ４番藤咲議員のご質問にお答えいたします。 

 タブレットのほうにご提示しております財産処分に関する協議書を別紙としておつけし

ております。新しいいばらき広域農業共済組合というような名称で予定しておりますが、

こちらに帰属させるものとしまして、物品の車両、そのほか備品、電話加入権等の無形固

定資産、拠出金が、先ほど前号の議案でお話ししました共済掛金と、それを補償するため

の拠出金というものを農業共済組合の連合会に帰属させる予定でおります。そのほかこれ

以外の財産の全ては、新しい組合に帰属となります。 

 続きまして、茨城町に帰属させるということで、建物、それと建物に付随しております

空調機械等の設備、こちらについては茨城町にお返しといいますか、お返しすることで協

議を進めている段階でございます。この議会の議決をもちまして、正式な協議となる予定

でございます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 今ここで示されました処分の備品とか車とかいろいろあるよう

ですけれども、これを全部処分して、また新しく連合のものとして買うんでしょうか。合
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併することでこれを全部処分しちゃうんですか。 

○議長（関 誠一郎君） 農業政策課長増井栄一君。 

○農業政策課長（増井栄一君） このポインターのところの１番で、新しい組合に帰属さ

せるということですので、こちらについては、新たに買うというものではなく、今あるも

のを新しい組合に持っていくというようなことでございます。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） じゃこの物品、いろいろトヨタ、日産、車ですね。ダイハツ、

それから備品、顕微鏡とか、こういうものがありますけれども、これらは全て名前が変わ

るだけということなんでしょうか、連合というか、解散して何か名前が変わるんでしょう

けれども、これが名前が変わって移動されるだけということで、中身は同じだということ

なんですか。 

○議長（関 誠一郎君） 農業政策課長増井栄一君。 

○農業政策課長（増井栄一君） 引き続きお答えいたします。 

 おっしゃるとおりでございます。農済水戸が仮称ですけれども、農済いばらきというよ

うな、名前が、表記は変わるかもしれないんですが、物については権利が移動するという

ことだけでございます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） 分かりましたか。 

○４番（藤咲芙美子君） はい。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第87号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） 議案第87号 令和３年度城里町一般会計補正予算をご覧願い

ます。 

 議案第87号 令和３年度城里町一般会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げま

す。 

 １ページになります。 

 第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億4,249万8,000円を追加し、補正後の

予算総額をそれぞれ107億3,891万9,000円とするものです。 

 第２条につきましては、継続費の補正を行うものです。 

 第３条につきましては、債務負担行為の補正を行うものです。 

 第４条につきましては、地方債の補正を行うものです。 

 続きまして、２ページになります。 
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 第１表、歳入歳出予算補正であります。 

 まず、歳入であります。 

 16款国庫支出金、１項国庫負担金でありますが、既定額に2,716万2,000円を増額するも

のです。主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種対策費の収入見込み増により追加

するものであります。第２項国庫補助金でありますが、既定額に897万円を増額するもの

です。主なものは新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補助金の収入見込み増

により追加するものです。 

 17款県支出金、１項県負担金でありますが、既定額に422万8,000円を増額するものです。

主なものは、自立支援障害児給付費負担金の収入見込み増により追加するものでございま

す。第２項県補助金でありますが、既定額に141万5,000円を増額するものです。主なもの

は、農業次世代人材投資資金の交付決定により追加するものでございます。 

 20款繰入金、２項基金繰入金でありますが、既定額に9,484万4,000円を増額するもので

す。確定により、財政調整基金繰入金を追加するものでございます。 

 22款諸収入、５項雑入でありますが、既定額に487万9,000円を増額するものです。主な

ものは、町村会事業推進交付金の確定とその他の雑入を追加するものでございます。 

 23款町債、１項町債でありますが、既定額に100万円を追加するものです。公共施設等

適正管理推進事業債として、長寿命化事業、桂公民館小会議室ほか天井張りかえ工事を追

加するものでございます。 

 続きまして、３ページになります。 

 歳出であります。 

 ２款総務費、１項総務管理費でありますが、既定額に3,338万2,000円を追加するもので

す。主なものは一般管理費で、退職手当組合特別負担金等でございます。２項徴税費であ

りますが、既定額に231万7,000円を追加するものです。主なものは、人件費の減と賦課徴

収費で過誤納付金及び加算金の追加です。３項戸籍住民基本台帳費でありますが、既定額

から138万9,000円を減額するものです。人件費を減額するものでございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費でありますが、既定額に2,229万4,000円を追加するもので

す。主なものは、障害者福祉費と医療福祉費、高齢者福祉費の増によるものです。２項児

童福祉費でありますが、既定額に1,259万2,000円を追加するものです。主なものは、保育

所費で子ども・子育て支援交付金確定による返還金を追加するものでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費でありますが、既定額に2,410万1,000円を追加するもので

ございます。主なものは人件費の減、予防費のコロナウイルスワクチン関連委託費増によ

り追加するものでございます。２項清掃費でありますが、既定額に30万円を追加するもの

です。主なものは、塵芥処理費で補償費を追加するものでございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費でありますが、既定額に97万8,000円を追加するもので

す。主なものは、農業振興費で農業次世代人材投資資金を追加するものでございます。 
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 ６款１項商工費でありますが、既定額に4,440万6,000円を追加するものでございます。

主なものは、観光施設費で道の駅移転整備事業に係る委託料の追加をするものです。 

 ７款土木費、２項道路橋梁費でありますが、既定額に600万6,000円を追加するものです。

主なものは、道路維持費で町道の維持補修工事を追加するものでございます。４項都市計

画費でありますが、既定額に127万6,000円を追加するものです。主なものは、公園費で維

持補修工事を追加するものです。５項住宅費でありますが、既定額に23万1,000円を追加

するものでございます。主なものは、住宅管理費で公営住宅電算システム委託を追加する

ものです。 

 ９款教育費、１項教育総務費でありますが、既定額から12万5,000円を減額するもので

ございます。主なものは、事務局費で共済費を減額するものでございます。２項小学校費

でありますが、既定額に70万2,000円を追加するものです。主なものは、学校管理費で光

熱水費及び通信運搬費の追加によるものです。３項中学校費でありますが、既定額に588

万5,000円を追加するものです。主なものは、教育振興費で修学旅行負担金及び給付金を

追加するものです。４項社会教育費でありますが、既定額から110万4,000円を減額するも

のです。主なものは、図書館資料館費の人件費の減額するものです。５項保健体育費であ

りますが、体育施設費の委託料を減額し、備品購入費を追加するものです。 

 11款１項公債費でありますが、既定額から935万4,000円を減額するものです。借入利率

の変更に伴い、元金の追加と利子の減額をするものでございます。 

 続きまして、５ページになります。 

 第２表、継続費の補正の変更であります。 

 ４款衛生費、２項清掃費におきまして、不燃性粗大ごみ処理施設及びストックヤード建

設事業の令和４年度分を既定額から10億円減額し、総額１億7,400万円とするものです。 

 続きまして、６ページになります。 

 第３表、債務負担行為補正でありますが、債務を負担することができる事項に17件追加

があったものを期間及び限度額を見込んで、６ページから７ページにお示しするものでご

ざいます。 

 続きまして、８ページ、第４表、地方債補正の変更であります。 

 上段になります。 

 合併特例債事業でありますが、限度額の７億9,110万円を７億6,070万円に減額するもの

です。 

 下段、公共施設等適正管理推進事業でありますが、限度額の5,070万円を5,170万円に増

額するものでございます。 

 以上、令和３年度12月補正につきましてご説明させていただきましたが、詳細につきま

しては、９ページから24ページの事項別明細書、給与費明細書をご覧いただきたいと思い

ます。 
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 また、補足説明といたしまして、まちづくり戦略課及び町民課より詳細説明があります

ので、ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） 町民課長加藤孝行君。 

○町民課長（加藤孝行君） それでは、資源ストックヤード建設工事についてご説明いた

します。 

 まず、議案の補正についてですが、前回否決となりましたストックヤード建設工事の規

模を縮小した設計を行うために、工事費から委託費へ予算の組替えを行ったものでありま

す。縮小した内容としましては、破砕機とその周辺設備を取り除き、新聞、雑誌、段ボー

ル、布類などのストックヤードを雨に濡れないように建物の中に入れた１棟を造るもので

す。 

 ストックヤード建設工事事業での予算は、工事費のみの計上だったため、新たに新ごみ

処理施設ストックヤード整備事業として実施設計書を作成するため、工事費から委託費へ

の予算組替えとなりました。 

 もう１件、継続費の減額補正ですが、ストックヤード建設工事を縮小したことに伴い、

10億円減額するものです。 

 実施設計書2,312万2,000円の内容は、実施計画の作成、造成工事の設計書の作成、スト

ックヤード建設工事設計書、外構工事設計書の作成となります。実施設計書委託と造成工

事、ストックヤード建設工事を行った場合の合計額は約１億5,000万円です。前回はこの

工事のほかに外構工事が入っていましたが、震災復興特別交付金の対象となる令和４年度

までに外構工事が終わらないため、令和５年度に予定しましたので、外構工事の工事費は

入っていません。１億5,000万の中で交付金を除いた町の実質負担額は約2,030万円となり

ます。 

 最後に、解体後の跡地利用計画の必要性ですが、現在行われている環境センターの解体

の事業費の総額ですが、２億7,170万円です。これに対して交付金約１億9,000万円が交付

される予定ですが、申請している交付金は解体終了後、関連事業として位置づけられてい

る跡地利用計画、今回ではストックヤード建設の事業までが終了しなければ交付されず、

２億7,170万円が町の単独費で支払うことになってしまいます。ストックヤード建設工事

事業ができれば、解体工事の交付金１億9,000万円が交付され、建設工事事業の実質的な

負担額2,030万円を使っても、この下の式にありますが、２億7,170万円が解体の工事費プ

ラス１億5,000万円が今回のストックヤードの工事費ですね。それから、解体の交付金１

億9,000万円とストックヤード建設の交付金１億2,970万円を引いた金額１億200万円、解

体と工事を合わせた実質的な負担額が１億200万円となります。ストックヤード建設工事

をしなかった場合は、先ほども言いましたが２億7,170万円の町の単費の支払いとなり、

建設工事を行えば１億6,970万円分、町の実質的な負担額が減ることとなります。 
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 最後に、この金額はあくまで現時点ではじいたおおよその金額となります。 

 説明は以上になります。よろしくお願いします。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ただいますみません、資料のほうを用意しますの

で、お待ちください。 

〔資料準備〕 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） お待たせしました。 

 説明のお時間をいただき、ありがとうございます。 

 ここで、まちづくり戦略課所管分の道の駅移転整備に係る補正予算についてご説明をさ

せていただきます。 

 資料のほうをご覧いただきたいと思います。 

 まず、11月２日に開催しました第５回の城里町特産品直売センターかつら移転整備検討

委員会におきまして、移転候補地を現在の道の駅の隣接地、今現在、道の駅がここにござ

いまして、その隣接地ということで選定されました。この結果を受けまして、今後、この

図でお示ししました青色の場所に道の駅を移転していくというようなことで計画を進めて

まいります。橋の架け替え工事、この丸印の部分がそれに影響する部分でございますけれ

ども、この橋の架け替え工事に伴いまして、県がこれから道路用地の買収等に入ってくる

わけでございます。その関係もございまして、道の駅候補地の用地、ちょうどこの辺の部

分になりますかね、この用地がですね、この道路の買収と密接に関係することから、今回

補正予算の中で商工費で調査委託料ということで、主に現況調査、地形測量、地質調査に

なりますが、2,553万1,000円、併せて基本設計業務委託ということで1,589万5,000円、合

わせまして4,142万6,000円を計上させていただきました。何とぞご理解を賜りましてご審

議のほどよろしくお願いしたいと存じます。 

 説明は以上になります。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第87号に対するご質問をお受けいたします。 

 ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） ３点ちょっとお聞きしたいと思っています。まず、ストックヤ

ード、それからかつら道の駅、修学旅行の件です、それ３点です、大きく。 

 まず最初なんですけれども、先ほど説明をいただいてですが、ストックヤード、これこ

こにも書いてありましたけれども、５ページですね、この継続費の補正のところで、令和

４年度10億円の減額、ストックヤードの関係だということで、先ほどの資料で確認いたし

ました。それで、ちょっと説明のその文章が分からなかったんですが、このストックヤー

ドの残額、7,000万の事業内訳とか、あとは今回のその事業でマイナス、町にとってはお

得ですという、その数字の説明の資料ですか、先ほどの資料をちょっと開いてもらっても

いいでしょうか、ストックヤードの。ストックヤードのほうをお願いします。 
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 この前ですね、このページ、縦のこれですよね。ストックヤードを造る、これ１棟を造

ると書いてあって、結局、設計費が、この補正予算の中で17ページ、今回の補正が約

2,000万ぐらいなんですけれども、いずれにしてもそういった財源とかちょっとそういっ

たところが分かりづらくなっていまして、今日頂いた資料なんで、ちょっと分かりづらく

てあれなんですけれども、今回の令和４年度の10億円の減額という、もちろんストックヤ

ード関係ということなんですけれども、これは残額、令和４年度の7,000万の事業内訳に

ついてもう一度説明をいただきたいと思います。 

 そして、今回補正予算の設計委託費、事業費、令和３年度分で工事費と令和４年度分を

合わせた事業費ですね、令和３年度分で約8,000万ぐらい、そして４年度分で7,000万ぐら

い。そうすると都合約１億5,000万ということになると思うんですが、そういった数字で

まずよろしいのか。 

 そして、そうなりますと設計費が少し高いような気がするんですが、そういったところ

を全体的にもう一度説明していただけますか。 

○議長（関 誠一郎君） 町民課長加藤孝行君。 

○町民課長（加藤孝行君） ８番河原井議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、設計費からいかせていただきます。 

 設計費の2,312万2,000円なんですが、この根拠なんですが、３者で見積りを取って一番

低い金額のところを取っていって、この金額になりました。実施設計ですね。ストックヤ

ードの実施設計……、実施設計の内容ですが、実施計画の作成、造成工事の設計書の作成、

ストックヤード建設工事設計書の作成、外構工事設計書の作成となっています。１個の実

施設計で幾つも設計しているので、その分ちょっと高く見えるのかなと思います。 

 あと、この１億5,000万円の内訳になります。 

 実施設計が先ほど言った2,312万2,000円、造成工事のほうですが、3,500万、建設工事

9,187万8,000円で、これで合計で１億5,000万円になります。 

 それで大丈夫ですか。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） 詰まるところ、この設計費のところでいうと１億5,000万の金

額で足りるのかという形がまず疑問が湧くところであります。 

 同時に、補正予算17ページになるんですけれども、その財源ですね。今回補正の約

2,000万円、この財源というのはどういったところからなのか、もう一度ちょっと教えて

いただきたいと思います。 

 ペーパー資料を頂いているんですが、この縮小したストックヤードの事業内容について、

もう少し教えていただきたいんですが、面積、棟数、建物の構造、種類、そして設計の期

間はいつまでであるのか、そういうところをちょっと分かる範囲で教えてください。 

○議長（関 誠一郎君） 町民課長加藤孝行君。 
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○町民課長（加藤孝行君） それでは、資料なんですが、すみません、画面に配置図のほ

うは出ていますかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○町民課長（加藤孝行君） 右側が今解体している現環境センターの敷地になります。左

側が今建設が終わった環境センターです。 

 右側上の部分、そこのところにおよそ150平米の建物を建てる予定です。 

 あと、財源なんですが、実施設計のほうでいいますと、交付金、循環交付金と震災復興

特別交付金が入っています。一応、対象事業費30％で見ています。循環交付金が231万

2,000円、震災復興特別交付金が439万2,000円、合併特例債交付措置金が1,076万3,000円、

一般財源が565万5,000円となりまして、合計で2,312万2,000円となっております。 

 続いて、造成工事になります。 

 造成工事3,500万の内訳として、循環型交付金350万、震災復興特別交付金665万、合併

特例債交付税措置1,629万2,000円で、そのうち一般財源として855万8,000円、合計として

3,500万円となります。 

 ストックヤード建設工事のほうにまいります。 

 対象事業費を90％と見ております。 

 事業費として9,187万8,000円、循環型交付金がそのうち2,730万、震災復興特別交付金

が5,187万円、合併特例債交付措置金が663万5,000円、一般財源として607万3,000円で、

合計金額が9,187万8,000円となります。 

○議長（関 誠一郎君） 終わりですか。 

○町民課長（加藤孝行君） あと資料のほうで、事業の工程が載っているものがあります

ので、そちらのほうを、発注工程…… 

○２番（加藤木 直君） 議長、いいですか。ただいまの説明していただいたまち戦とス

トックヤードの件は、これは財源は、ちょっと今いろいろ聞いたんですけれども、ちょっ

と分かりづらいので、後で全部細かく書いたものを、今言っていたやつあると思うんです

けれども、教えてください。一つ一つで結構ですから、書いたやつを渡してください、全

員に。 

○町民課長（加藤孝行君） それでは、工程表のほうの今出ていますかね。これでストッ

クヤード実施設計のほうが今年中に発注したいと。それで、これが１月から大体７月まで

設計がかかる予定です。それで、その間に造成工事、４月に発注できれば、４月。こちら

は７月までの予定ですね。その間に建築確認申請のほうの期間があります。ストックヤー

ド建設工事のほうは８月から９月の間に入札、10月から建設が始まる予定で、これが一応

３月まで見ています。ということで、外構工事はこの後になるので、令和５年となります。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 
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○８番（河原井大介君） 加藤木議員がおっしゃったように、ちょっと分かりづらいので、

ペーパーを出していただければと思いますし、結論からいうと、2,000万の実施設計で、

１億5,000万以内の予算で、１億5,000万以内でストックヤードを造るという話ですよね。

分かりました。 

 じゃそれはもう後で資料をいただくということにしますが、17ページなんですが、４款

で観光施設費、これはかつら道の駅、先ほどお話がありましたけれども、この観光施設の

委託料の財源というのはどういったものになるんでしょうか。 

 幾つかちょっと聞きたいんですが、ポイントで、財源どうなのかということと、この橋

の架け替えに係る事業であるとなると、移転補償費とか、国や県の支出金があってもよい

のではないかと一般的には考えるわけですが、そういうことはどういうふうになっている

のかちょっと教えてください。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ８番河原井議員のご質問にお答えをさせていただ

きます。 

 今現在、財政のほうにも今確認しましたら、一般財源だということで確認をしてござい

ます。設計等々につきましては、そのようなことで確認をしてございます。起債等は入っ

てくるとは思うんですけれども、後ほど確認をさせていただきます。 

 それと、移転補償費等々の問題が今お話がございましたが、今後、県の用地課のほうと

もその辺の協議は随時進めていくことになってございまして、まだ正式な移転補償費は幾

らというようなことは算出はしてございません。今後、先ほど申し上げましたように、県

のほうも我々と一緒に、１月下旬をめどに地元説明会を行っていくというようなことで、

やっと買収等々のお話のほうに、橋の架け替えも、道の駅の移転もそうなんですが、住民

のほうに説明をしていくというような段階でございますので、まだ詳細に補償費が幾ら、

移転費が幾らというようなことは算出はされてございません。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） 建設検討委員会の中で、合併特例債を使ってやると。何か補償

費をもらうと合併特例債が使えないというような説明があったというやに聞いています。

いずれにしても、普通もらうんじゃないのということなんですが、いつ頃の予定とか、そ

ういったことも分からない、金額も分からないという答弁だったと思います。 

 それで、基本的にこの調査を先に行ってから基本設計というのが筋道だろうというふう

に考えるんですが、これなぜ一緒に予算計上するのか、その理由をちょっと教えてくださ

い。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ８番河原井議員のご質問に引き続きお答えをさせ
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ていただきます。 

 まず、調査委託料なんでございますけれども、移転候補地が決まったというだけであり

まして、まだ図面等、一切ございません。今、地形図ですね、測量関係は一切行ってござ

いませんので、今後進めていく上では、用地の買収であったり、その他計画、税金の関係

もございまして、事業認定を半年、１年かけて取っていくわけなんですが、そのときにも、

やはり地形図と正式な図面がないといけないというようなこともございまして、今回、測

量調査、用地測量等々の委託料を計上させていただきました。 

 基本設計につきましては、ただいま申し上げましたように、それぞれの事業認定等々の

申請の中でも、建物のはっきりとしたおおよその図面が必要というようなことでございま

して、基本設計、実施計画等々、やはり約１年ぐらいはかかるかなというふうには考えて

ございます。 

 今回お願いしましたのは、やはりこの機会を逃しますと暫定予算等々が生じてきまして、

４月末、発注が６月末になるかなということもございまして、今回そのようなことで補正

のほうを上げさせていただいたわけでございます。ご理解をいただきたいと存じます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） 何ていうのかな、これは補正ですよね。緊急性が必要だから12

月にお金が欲しいですということで上げてくるわけですよね。本来であれば、これは当初

予算で審議をして、予算審議をして、きちっとその中で気持ちよく予算の話合いができた

ほうが、１年以上かかるというお話が今ありましたので、そう考えると、今回の補正予算

というのは一応３月の末までに事業を行うということで予算を組むわけですよね、年度内

に。それが基本的なルールだと思うんですけれども、それを超えていく、暫定予算が云々

かんぬんはあると思うんですが、４月まででもいいのかな。そもそも用地買収も何も終わ

っていない中において、その調査をするということがこれ可能なのかよく分からないんで

すけれども、基本設計もそうなんですね。基本的にこの調査の期間の日数はやはり１年ぐ

らいかかっていくということなんですけれども、先ほど建設検討委員会の中でお話しされ

ていたと聞いているんですけれども、合併特例債を使うことによって、補償費にあまり重

きを置いていないような思いがあるのかなと。 

 基本的に一般論としてですよ、橋が架かる、国道ですよね。補償費を頂いて、そのお金

によって建物を建て直しますよということなんですが、何を急いでいるのか分からないん

ですが、どうして急いでいる、理由を教えてください。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 引き続き８番河原井議員のご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 何を急いでいるかといいますと、やはりこの事業、町単独でどんどん進められる事業で
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あれば、それなりに順を追って、時期時期で予算を計上して進めていくわけでございます

が、この事業はあくまでも橋の架け替え工事と併せて事業を進めていくわけでございます。

そうした中で、やはり町としましても、県の用地の買収の時期ですとか、それらの工程に

合わせていって、お互い協力しながら事業を進めていくということで、これまでもいろい

ろなお打合せをさせていただいてきたところでございます。そうしたことから、先ほども

申し上げましたが、測量等にも期間がかかる、また、基本設計等にも期間がかかるという

中で、やはりどちらかといいますと今回は前倒しといいますか、今回を逃しますと、先ほ

ども言いましたように新年度予算が４月末ですか、なおかつそれから発注等々していきま

すと、６月に入ってしまうというようなことで、半年間、先に延びてしまう。これがどん

どんどんどん延び延びになってきますと、やはり工事の開始も延びるし、建物の解体等も

延びてくるということになってくるものですから、今回大変でもお願いして、補正を出さ

せていただいたところでございます。 

 また、建設に当たりましては合併特例債その他、補償費というようなお話もございます

が、ご存じのように建物につきましても木造で、一部鉄骨ですか、年数が過ぎてございま

すので、それほど多くの補償費は見込めないのかなというふうには考えてございます。 

 合併特例債のほかにもそれぞれの補助金等々もございますので、それらをより吟味しま

して、一般財源の持ち出しが少ないように今後調整を図っていきたいというふうに考えて

ございます。ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） 私が聞いている話とちょっと違うんですよ。県のほうでは、そ

んなに慌てているのが城里町さんで、県と一緒に歩調を合わせるという、そういう流れよ

りも、単独で勢いよく走り出しているのが城里町さんだというイメージを聞いています。

その補償費もそうなんですけれども、いろいろあるんですが、どうやら建設検討委員会の

中で決めている内容といまいち話が食い違っている部分も今あります。 

 そもそも戸頃設計さんでしたっけ、前回お金を払って基本設計して、もう一回基本設計

して、実施設計してと。これ普通、通常、大体こう何ていうんでしょう、お願いする、基

本設計するときには大体１回ということだというふうに私は思っていたんですけれども、

先ほどいろんな話をしたとしても、戸頃設計さんに何千万もお金を渡しているわけですか

ら、ここまでのスケジュール管理というか、それはできないものなんでしょうか。これは

シンプルな普通の感覚の質問です。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ８番河原井議員のご質問に引き続きお答えをさせ

ていただきます。 

 お答えになっているかどうかちょっとあれなんですけれども、事業の進め方としまして
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は、近隣の笠間市の道の駅、また、常陸大宮市の道の駅の建設に当たりまして、やはりま

ず基本構想と基本計画がございます。その後に基本設計、実施設計というようなことで行

われているのが通常でございまして、我々もそのようなことで進めてきてございます。 

 今後、城里町としまして基本構想と基本計画で約1,600万円ですね。その後、今回お願

いしました基本設計で1,589万5,000円ですか、その後、実施設計というふうになってきま

すけれども、そのようなことで段取りを踏んで進めてきているところでございますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） いいですか。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 今ちょっとストックヤードの設計費、工事予算が１億4,500万

ぐらいで、設計費が2,300万幾らかな、計上していますけれども、当初ね、12億円のスト

ックヤードを設計いたしまして、そういう形で議会からノーと言われたけれども、今度ね、

１億2,000万くらいの基本設計、実施設計が、金が支払われているわけですよね、当初に

もう。それをこのね、報告の中にも規模縮小という形で出てきているわけですから、設計

も新たに出すんじゃなくて、変更設計でやっていただきたい。もう設計代が払われている

んですから、変更設計でやらないで、これ議会が反対したからなんてね、また新たに設計

代出して、設計代を払って、前の設計を変更して描き直せば、そんなに高額な設計代が出

るわけじゃないでしょう。造成工事にちょっと、前の一般質問でも言いましたように、

3,500万の造成工事、ぴったりではないだろうけれども、そういう話で、この建設の中に

造成工事が三千何百万ぐらいが計上されるんですなんて、240台の土はどこ行ったんです

かって。確認しても、確認されないのに、なぜ今度ね、造成工事に3,000万以上の金が計

算されるんですか。非常にやっていることが、規模縮小ですので、設計も規模縮小して、

変更して、設計代に充てていただきたい。それで2,300万の設計代というと、これ工事金

額は２億3,000万、２億5,000万ぐらいの工事になっちゃうでしょう、大体が。10％という

ね、今までの流れからいくと。そういう形でやっているのに、これ追加工事がありきとい

うような感じで出されていますよね。だから、設計代、これではちょっと私は、難しいん

じゃないかな。前、１億何千万の設計代払われているんですから、それを変更設計に変え

てください。 

 あと、道の駅、なぜ基本設計ね、令和２年度の３月31日までに戸頃設計が基本構想、基

本設計、提出するわけですよね。いまだに明許繰越しをして令和３年度に至っているのに、

なぜまだ基本設計、基本構想だなんて、実施設計でないと分からないような、そういう話

が出てくるというのはちょっと心外だな。 

 それで、土地も買っていないのに、人の土地、どうやって調査するんですか、地質調査

しますなんて。そういうことが町だったら可能なんですか。人の土地へ入って、機械を持
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ち込んで、地質調査をするなんていう答弁しているようだけれども、人の土地でも何でも、

町役場だったら機械入れて地質調査だなんて勝手にできるんですか。小林課長、非常に答

弁聞いていて残念ですね。やはり県が道路の仕様を発表して、それに伴ってね、物産セン

ターが幾らぐらいの補償額が出るのか、これは慌てているのは合併特例債があと何年で終

わりなんですか。それのために、合併特例債を使うために、終了のために慌てて建設しよ

うとしているだけでしょう。災害復興費も令和５年度の３月までで終わりということで、

全て慌てて駆け込みで、この時点で設計代から何から出してやっているわけでしょう。違

いますか、そこら辺答弁してください。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 14番小圷議員さんのご質問にお答えさせていただ

きます。 

 何点かございましたが、漏れた場合には後ほどお願いしたいと思います。 

 まず、基本計画が遅れているんではないかということでございます。大変申し訳なく思

ってございます。委員長の日程、また、コロナ禍でなかなか会議ができないという中で、

やっと位置等も一つにまとまってきたということでございまして、委員の皆様方には本当

にご協力いただきましているところでございますが、最終としまして、執行部のほうとし

ましては12月末に最終会議を開いて、これで基本計画のほうは終わりにしようというふう

には考えてございます。 

 次に、補償の件なんですけれども、いろいろな条件がございます。そうした中で、今回

建て替えなもんですから、国の交付金を充てますと、補償金が二重補助になってしまうと

いうような問題もあると聞いてございます。その辺のところもしっかり詰めて、財源につ

いては調整を図っていきたいというふうに考えてございます。 

 また、地質調査につきましては、土地も買っていないのに地質調査ができるのかという

お話でございました。これにつきましては、地主さんの承諾等をいただいて行っていくの

が通常ではないかというふうには考えてございます。県のほうでも、橋の架け替えに伴い

まして、道の駅かつらの近辺、何か所か地質調査をもう既に行っているところがございま

すので、我々としましても１月末に説明会を開催し、地主さん等々からご了解をいただい

た上で地質調査のほうも入っていきたいというふうに考えてございます。 

 説明は以上になります。 

○議長（関 誠一郎君） よろしいですか。 

 町民課長加藤孝行君。 

○町民課長（加藤孝行君） それでは、14番小圷議員の質問にお答えいたします。 

 前の設計書を使えばいいという意見なんですが、前の段階では、意向確認型の入札だっ

たため、実際、前の否決になった業者が取っていれば、そこから実施設計を始めるわけだ

ったもので、実際、実施設計はしていないです。 
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〔「それはおかしいべ、予算が組めてるのに」と呼ぶ者あり〕 

○町民課長（加藤孝行君） 設計施工型の入札だったため、入札でもしそこの業者が取っ

ていれば、そこから設計施工を始めるという段階だったので…… 

〔「だって、予算取っているんだもん、予算、何で取ったの、そん

なに。設計書がないのに予算取るわけあんめ、12億も」と呼ぶ者

あり〕 

○町民課長（加藤孝行君） それは入札支援でコンサルが取ったやつなので、その資料を

作るために予算を取りました。 

〔「そういうので基本……」と呼ぶ者あり〕 

○町民課長（加藤孝行君） 仕様書を作るために、発注支援として入札でコンサルにお願

いしたものです。 

〔「そういうので入札やっちゃったらおかしいべな」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） いいですか。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 一応ね、コンサルを入れて基本設計、基本構想、環境センター

もやりましたよね。そういう形で12億の工事が仕様書で図面もない、それだからこれあれ

じゃないの、3,000万もの造成費が全然設計、どこでなされているんだか分からないよう

な今の発注の仕方だから、造成が解体業者がやるのか、新たに取った業者が造成するなん

ていうのは、考えられないんですよ。それで、掘った土の240台の土はどこへ行ったんで

すかといっても、いまだに不明なんですよ、不明。病院さ行ったなんていったって、土の

搬出とあそこの病院の建設の時期が全然ずれているんです。そういう形でいくと、3,000

万も金かけて造成をやるとなると、環境センターの発掘した残土、そんなに3,000万もか

けてあそこへ埋め戻しするようだったら、環境センターから運べば幾らもかからないのに、

それまだ残土調査するようでしょう、この間から言っているようにね。 

 以上。 

○議長（関 誠一郎君） 町民課長加藤孝行君。 

○町民課長（加藤孝行君） では、造成工事にいたしましては、解体業者のほうの仕様に

は入っていないもので、今回新たに設けたものです。 

 今回、造成工事の土は町内から運ぶ予定です。町内の工事と、何かそういうのが絡めば、

新たに入れるんではなくて、町のストックヤードにあるものとか、そういう土を検討して

おります。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 課長ね、240台の残土を当初に処分してもらうのに、工事費の

中に入っているわけですよ、仕様書の中にも、搬出するという形で。それはお金がかかっ
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ているんですよ、搬出するのにも。搬出する金がかかって、また今度解体の中に造成工事

が入っていないなんていう設計をやっているなんていういいかげんな設計はないでしょう

というの。それで提案型だなんて言っているように。じゃ240台の残土どこへ行ったんで

すか、教えてください。雨宮課長、どこ行ったんですか。 

○議長（関 誠一郎君） 町民課長加藤孝行君。 

○町民課長（加藤孝行君） 前回の土は、前にもご説明したように、病院のほうに行って

いると業者のほうから聞いています。 

○議長（関 誠一郎君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 病院との確認ができないんですよ、向こうの建設とこっちの搬

出した土の年度が全然確認されていないんですよ、こっちが搬出したという、令和３年３

月に搬出しましたというダンプ屋の領収書からそういう形で報告が今年の２月かな、搬出

して、あそこを整地しましたと。240台の土。病院はとっくにできているんですよ、もう

そのときには建設が。土なんか入れられるわけないでしょうよ。それで隣近所に聞いて歩

いても、いやもう時期はとっくにできていますよと。時期がずれているんですよ、搬出と

あの病院の落成された日にちがね。長くなるから、以上で終わりにします。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

 ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） 道の駅かつらについて質問したいと思うんですが、まち戦課長ね、

私が前回ちょっと熱があってね、審議会のほうは欠席したんですよ。補佐のほうから丁寧

な説明を受けたんですが、その中で、補佐のほうがね、補正を出すということは言ってい

ましたよね。それが今回なんでしょうけれども、その中で、合併特例債を使ってこの事業

は進めていくんだと。そのために補償費をもらうと、合併特例債が使えなくなるんですと。

ですから、補償のほうは今のところ、県からの補償というのは当てにしていないと。それ

じゃなくて特例債を使ってやるんだという説明を受けたんですよ。 

 今日ね、小林課長の説明だと、それとちょっと違うんじゃないですか。その辺を説明し

てもらいたいんだよね。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 大変申し訳ございません。私もちょっと７番三村

議員さんにどのような説明を行ったかという詳細、ちょっと聞いていなかったもんですか

ら、大変失礼をさせていただきました。 

 その辺の補償費に関しましては、私のほうでもう一度、県のほうにもちょっと確認をさ

せていただきたいと思いますんで、ちょっとご猶予をいただきたいと思います。すみませ

ん。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） ちょっと待ってよ、それね、猶予じゃないよね。私、審議会の中
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で、補償費を当てにしないで特例債を使ってやる。そのために急ぐんだという話ですよ。

でも、特例債を使ってやるためには補正を組まなきゃならないということでしょうよ。だ

って、県と歩調を合わせてやるんなら、今回補正なんか組む必要全くないんじゃない。県

は全然急いでいないでしょうよ。その辺の説明が食い違っているんですね。補佐と課長の

説明も違っている。県と課長の説明も違っている。どれが本当なんですか。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 大変申し訳ございません。私も隠しているわけで

も何でもございませんので、すみません、そこのところはもう一度、大変申し訳ないです

が、よく確認をさせていただきまして、その事業を進めていく中で、県と町のほうも共通

認識、統一して進めていきたいと考えてございますので、すみません、確認するお時間を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） 課長ね、謝ってもらっても困るんだよ。だって、これ補正を出し

て、今、現にこの定例会に出しているんですよ。それで、出して、後に県と確認するとか

ね、だから、予算の裏づけも確認するとか、合併特例債についても確認するなんていうこ

とを言われたんでは、それは我々審議のしようがないでしょうよ、どう考えたって。そん

ないいかげんな補正予算を出してくるなんていうことは考えられない。もう一回。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） すみません、７番三村議員のご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 すみません、今、財政のほうにも確認しましたらば、先ほど私、全部一財だというお話

をしましたが、合併特例債は入っているそうであります。大変失礼をさせていただきまし

た。工事の段階においての補助金等々については、よりしっかり関係各課、私も含めて県

のほうとも共通認識を持って算出をしていきたいというふうに考えてございますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） だから、それはね、この場ではそう言うほかないのかもしれない

けれども、ただね、これそういう話っていうのはさ、この補正予算を議会に提出する前じ

ゃないの。そういう県との審議とかね、財源とかそういったものをきちっとした上で補正

予算というのは出してこなければ、我々はこれ審議のしようがない。だって、これ通した

後、県と協議してどうなるか分からないということでしょう、今の説明で。 

 それで、もう一つは、例えばですよ、県とよく歩調を合わせるというか、今、課長が答

弁したけれども、どうもね、県は、この町が予定しているほど道路を造るのを急いでいな

いんじゃないですか。その辺の認識というのは、課長、どう思っていますか。 
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○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ７番三村議員のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 県は急いでいないというお話でしたけれども、県の何課が言っているか教えていただき

たいとは思うんですけれども、我々は、やはり一番身近な県の水戸土木事務所、または本

庁等々と打合せしている中では、やはり歩調を合わせて、道路と合わせて道の駅の移転を、

大切なんで、いろんな工程の部分で歩調を合わせていきましょうというようなことで説明

会もお互いに道路の用地の地権者、また関連しまして道の駅等もありますので、そういう

ことで足並みをそろえていこうというようなことで協議はしてきたところでございまして、

水戸土木のほうも用地等々についてはもう既に予算がついてございましたので、町のほう

も今回お願いして、地形と用地のほうの補正をお願いしたいというふうにお願いしている

ところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） いやね、今、小林課長が言うように県が町の意向を酌んで急いで

くれるというんなら、それはいいことなんですよ。そうでしょう。あなたがそういうふう

に県と……、町長も含めて土木事務所と一生懸命歩調を合わせてやるんならいいんですよ。

ただ、どうも伝え聞くところによると、町のほうが急いでいるんじゃないかと。今回この

補正予算を提出するにしたって、全然意思が、これから確認するという話でしょう、今。

もしね、綿密にやっているんであれば、こういったことは、この補正予算を提出する前に

県と協議済みなわけじゃないの。もう一回答弁。いいかげんなことじゃ駄目だよ。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ７番三村議員さんのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

 引き続きになりますけれども、建設に当たっての工事費等々に使えるお金につきまして

は、我々もいろんなところで条件を考えて積算をしているところでございますけれども、

詳細については、やはり今後詰めていく部分もかなりございます。 

○７番（三村孝信君） 今後詰めるんだろう、だから。今後詰めるんでしょう。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） その建物のほうですね、建物の工事費については

今後進めていきたいというふうに考えております。また…… 

○７番（三村孝信君） もう答弁いいよ。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） だから、それとね、合併特例債を使うんだという説明はどうなん

のよ。だから、県からの補償なんか当てにしないで、合併特例債を使うから補正を出すん

だという補佐の説明というのはどう説明するの。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 
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○まちづくり戦略課長（小林克成君） ７番三村議員さんのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

 補佐が実際にそのような説明をしたかどうかというのもちょっと確認しないと、私も補

佐からこういう説明をしましたという内容でお話は、全然、すみません、管理不行き届き

で申し訳ないんですが、聞いていなかったもんですから…… 

○７番（三村孝信君） いいよいいよ、答弁いい。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） あなたのね、一番の部下である補佐が何言っているかなんか、今

から確認しなきゃ分からないなんていう説明じゃ通用しないでしょう。議会議員に説明す

るのに、一々補佐が説明したやつを今から確認するなんていうんじゃ、全然、だから、監

督ができていないでしょうよ。仮にだよ、補佐が間違っていたら、補佐のせいか。じゃ補

佐がちゃんと伝えているのに私が間違っていたら、私のせいか、それじゃ困るよ。 

 これね、議会でこれだけ14人いて、補正予算を出してきて、今さっきの説明のように謝

って、これから協議しますとかね、一般財源プラス合併特例債を使うのもありましたなん

ていうことじゃね、これはちょっと困るんだな。お昼だしね、これでやめるから、答弁は

いいよ。 

○議長（関 誠一郎君） 議案第87号に対する質問、ここで終結してよろしいでしょうか。 

〔「いや、午後からやります」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） それでは、ここで暫時休憩といたしまして、午後１時10分より

再開いたします。よろしくお願いします。 

午後 ０時０８分休憩 

─────────────────────────────── 

午後 １時０７分再開 

○議長（関 誠一郎君） 時間前ですけれども、皆さんそろいましたので、始めたいと思

います。 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 議案第87号に対する質問からお受けしますけれども、その前にまちづくり戦略課長小林

克成君より発言を求められておりますので、この際、これを許可いたします。 

 小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ７番三村議員に申し上げます。 

 私の答弁の中で、三村議員に対しまして、県の誰が言ったんですかというような侮辱し

た表現の言葉を発してしまいました。心からおわび申し上げます。大変申し訳ございませ

んでした。議員にお許しいただけるならば、私の発言を撤回させていただきたいと存じま

す。 

 また、部下の発言は私の発言であり、責任でもございます。部下を守るのが私の職務で
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あると改めて認識しました。肝に銘じて、今後は、報告、連絡、相談に努めてまいりたい

と考えてございます。 

 改めまして、道の駅早期建設のため、関係方面と今後調整を図ってまいりますので、三

村議員はじめ議員各位のご支援を何とぞよろしくお願いいたします。 

 大変、三村議員に対しては申し訳ございませんでした。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） 小林課長からそういう発言があったんですが、論戦は歓迎すると

ころであり、何とも思っていないんで、今後、議会、それから執行部、県ね、よく連携を

取ってね、本当になるべく早くできるように、きちっと段取りを踏まえて仕事をしていこ

うという決意を新たにしてください。議会も決して邪魔しているわけじゃないんでね、ぜ

ひ県のほうとの協議をきちっとやっていただきたいということです。頑張ってください。 

○議長（関 誠一郎君） 議案第87号に対するご質問ですが、ほかにございますか。 

 ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） ただいま三村議員さんからもお話ありましたように、論戦は歓

迎するところでございます。私たちも、職員の方が憎くていじめようとか、そういうこと

で質問をしたり、調査をしたりしているわけではございません。やはり今後の町のため、

そして町民のためにどのようにしていくのが一番いいのかと、この財政の厳しい中ですね。

そういった思いの中で皆さん意見を言っているわけですので、これは職員さんも一緒だと

思います。町民のほうを向いて仕事をしていただいているわけですから、お互いに言うべ

きところを言って、激論いたしましょう。 

 それでは、質問いたしますけれども、先ほどもいろんな議員さんからけんけんがくがく

お話ありましたけれども、道の駅かつらにつきましては、県と大変協議をされていると、

定期的な協議をされているということで、今回は補正のほうで上がってきていますけれど

も、補正というのは、やはりある程度緊急性のあるものだというふうに私たちも感じてお

ります。そういった中で、協議している中で、いついつまでにあそこの今の道の駅を退去

してほしいんだというタイムリミットもいただいているでしょうから、それがいつなのか

と、それで今回の補正になりましたよというような、その時期的なものもお伺いしたいと

思います。 

 それから、先ほども補償費云々ということが出ていますけれども、一般的に素朴な考え

で、我々が国道ができますというときに、自分の家を退去してくださいと、どうしてもこ

こかかりますよというときに、じゃ移転して自分ちで持っている向こうの畑のほうに行く

かというときに、移転費用も全く分からないままに、家の大きさとか、坪単価幾らぐらい

のものを造るかとか、そういったことは普通、一般の方だったら、必ずそういう補償費が

分かってからやるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、価値的にはそんなに

大きくないとは思います、現在のところは。現況、そうですね、建ててから何十年という
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部分で見るでしょうから、当然。ですから、そんな大した補償費はもらえないかもしれな

いけれども、そういうものがはっきりして、それからでも遅くないんじゃないかなと。た

だ、タイムリミットがあるんならばね、それも教えていただいて、いや、実は議会のほう

でもこういうふうだから、急いでいるんだということで、膝を交えて話をすれば分かり合

えることですよね、これはね。その辺のところもお聞かせいただきたいなというふうに思

います。 

 まず、道の駅については以上２点をお伺いします。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ２番加藤木議員のご質問にお答えをさせていただ

きます。 

 ２点ほどあったかと思います。 

 移転に伴うタイムリミットはいつなのかというお話でした。県のほうからもいつまでに

というような詳しいスケジュールは今のところは示されてございません。県のほうでです

ね、はっきりといつまでにそこを立ち退いてくださいという期日のほうはまだ示されてい

ないところでございます。ただ、打合せをしていく中では、ちょうど今現在の道の駅が建

っている場所、あそこが盛土になるんですね、今の道路から橋のほうに上がっていくんで

すけれども、そこが橋台とかあれで、下が空中じゃなくて盛土になるもんですから、県の

ほうでも少しでも早く盛土をして、自然沈下等もありますんで、残土を入れて盛土をした

いんだというようなお話は聞かされているところであります。 

 ２番目に補償費のお話でございます。補償費につきましては、県もこれから説明会を行

いまして、補償調査というようなことで、多分、委託になるんでしょうか、何になるんで

しょうか、まだその辺のところの詰めはございませんけれども、県のほうでもまだ補償費

のほうは計算してございませんので、今ここでお幾らというようなお答えはできない状況

にございます。その辺のところも分かり次第、ご説明をしていきたいというふうに考えて

ございます。ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） それでは、今回の補正というものなんですけれども、これはさ

ほど緊急性はないということ、そういうふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 引き続き２番加藤木議員さんのご質問にお答えさ

せていただきます。 

 今回、移転候補地が１か所に絞られました。そうした中で、我々も、先ほども繰り返し

になりますが、１月末に地権者等にご連絡しまして、説明会を開催するということで今の

ところ進めてございます。移転候補地が決まってあれなんですけれども、そこで今後詳細
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を詰めていく、図面等もしっかりと作っていく中では、平面図もない、また、用地の区画

もどこまでというようなことで、それもしっかりしていないというようなこともございま

すんで、ここで上げさせていただきました委託料ですか、測量の部分が主なものになるん

ですが、その部分については、やはり今回お願いできないと、半年ぐらい延びてしまうと

いうふうに執行部のほうは考えてございます。実際には３月までには、この仕事も終わら

ないということは、日数的に承知はしておりますけれども、繰越しで少しでも早く、その

図面等は作成のほうをお願いしまして、その後、その図面を基に、税金の関係もあります

けれども、事業認定とかという手続もちょっと長い期間かかるもんですから、それにはや

はり図面が必要だということで、今回、補正でお願いしているところでございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） 正直、何かよく分からないんですけれども、そうしますと、い

ろんな調査をする中で、ボーリング調査とかいろいろやりますよね、予定地の。その予定

地は全てもう確保されていると、譲っていただけるという確約はあるんですね、全て。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 移転候補地の土地の確約につきましては、今はも

らっていないところでございます。１月末に説明会を開きまして、地主さんのご了解をい

ただくというようなことで、説明会を予定してございます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） 検討委員会の中では、候補地はもう決まっていると。だけれど

も、まだそこが確実に売ってもらえるかどうかというのは分かっていないということです

よね。というと、またもし調査しても、それが無駄になる可能性としてはあるということ

ですよね。分かりました。 

 次に、ストックヤードなんですけれども、ストックヤード、今回これがもし認められな

ければ、かなりの金額が、交付金が頂けないということなんだけれども、これもう大分前

にそういうことって分かっていますよね。いずれにしても、町から出るお金も、国からも

らうお金でも、税金は税金ですから、色は一緒ですけれども。ですから、特別、交付金が

もらえる、もらえないというのは、実際に交付金がもらえるかもらえないかも、これは交

付金の算定の中に入れるだけですので、このストックヤードのお金が幾ら分が来ましたよ

というのは、これは実際には分からないことなのでね。算定の中に入れることはできると

いうことなので。 

 ただ、今回ね、この言葉の言い回しの中で、今、承認をもらえないと、こんなに損しち

ゃいますよというような言い回しって、これ課長が考えたの。この文章そうか、課長です
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か。 

○議長（関 誠一郎君） 町民課長加藤孝行君。 

○町民課長（加藤孝行君） 私です。 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） うまくできているね。これを見るとね、やはり実際反対もでき

ないかなというふうにも思うけれども、これだけの大きなものをつくってね、大きなもの

というのは金額の大きなものをつくって、果たしてそれだけの費用対効果があるのかなと

いう気はしているんですけれども、その辺のところもこれからちょっとまだまだ勉強させ

ていただきますけれども、じゃ分かりました。 

 それともう一点は、教育関係で修学旅行の、今回コロナで、教育委員会ですね、行けな

いということで、470万円からのお金をですね、予算を立てたからということで、それを

３万5,000円ずつですか、父兄に配ると、子供たちに配るということなんですけれども、

この趣旨について、ちょっとかみ砕いて説明をいただきたいと思います。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） ２番加藤木議員のご質問にお答えをいたします。 

 今回、補正予算で計上いたしました中学校の修学旅行費代替の給付金でございますが、

こちらは昨年度事業を実施したものと同様のものということで、今回計上させていただき

ました。昨年度事業実施に当たりましては、コロナ感染症の影響で修学旅行が中止という

ことになりまして、各家族での旅行や何か記念品等をということで、各給付金を給付する

ということで、昨年実施いたしました。今年度も同様の考えということで実施をしたいと

いうことの考えでございます。 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） 分かりました。ふれあいの船も一緒ですよね。 

 私、ふれあいの船のときも言ったんですけれども、予算を立てたからって、それを使う

のはどうかなというふうに思っているんですけれども、１軒の家でもね、お父さんが給料

をもらってきて、今月は例えば食費に幾ら、燃料代が幾ら、何々代が幾らというときに、

余ったからといって、それはあえてその月に使っちゃわないですよね、１軒の家だったら。

ですから、私は、今回、今度の２月に議員選挙もあるから、だから、本来なら私も賛成と

言いたい。でも、それは自分のことなので、でもね、大勢の町民のことを思ったら、やは

りコロナで行けなかったら、それは中止じゃないですか、通常。それを配っちゃおうぜと

いうのはいかがなもんかなというふうに私は思います、正直いって。 

 それでね、もし来年ね、今回はコロナで行けないけれども、来年、うちの子供が、例え

ばうちの子供、インフルエンザにかかって行けなくなっちゃったんだよと。集団で何人か

行けなくなったら、去年はもらったよねって。じゃ私たちももらうように言おうかって、

それはできるんですか。気の効いたお母さんたちだったら言いますよ、多分。 
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 ですから、もしこういうものをつくるんだったら、そういうことがないように、あくま

でもコロナだけで、それ以外のものはできないようなちゃんとした要綱をつくらないとね、

多分そういうのも出てくるんじゃないかと思いますよ。正直いって、反対とも賛成とも言

えない部分はありますけれども、課長、分かりました。 

 それとね、ちょっと道の駅の件なんですけれども、合併特例債を使われるということな

んですけれども、今回のね。そうすると、その財源の歳入は、例えばこれどこからですか、

財源。 

○議長（関 誠一郎君） 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） ２番加藤木議員のご質問にお答えします。 

 地方債の合併特例債事業という中から計上しております。 

〔「歳入の中の、課長、何ページですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） すみません、17ページの一番下なんですが、この一財で

4,142万6,000円、これが入っちゃっているんですが…… 

〔「それは歳出だよね」と呼ぶ者あり〕 

○財務課長（雨宮忠芳君） 歳出……、財源としては3,860万の地方債というのが入って

いるんですが。 

〔「地方債のどこか」と呼ぶ者あり〕 

○財務課長（雨宮忠芳君） すみません、この地方債というのはこっちの見積りのほうで、

ここには一財に入っちゃっています。ということは、財政調整基金ということで、最終的

には…… 

〔「分からない」と呼ぶ者あり〕 

○財務課長（雨宮忠芳君） 申し訳ありません、訂正させていただきます。 

 この予算書の中でいうと、一般財源という形になっています。 

〔「一般財源、特例債じゃないの。町債じゃない」と呼ぶ者あり〕 

○財務課長（雨宮忠芳君） 予算の段階では一般財源ということになっています。 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） この合併特例債を使うんだけれども、予算の中では一般財源っ

て、ちょっと私の頭で理解できないんだけれども。どういうこと。 

○議長（関 誠一郎君） 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） すみません、申し訳ありません。今回は事前調査の測量委託

ということで、合併特例債ではなく、一般財源という形になっています。 

○２番（加藤木 直君） じゃ合併特例債じゃないんだね。 

○財務課長（雨宮忠芳君） 今回の事業に関しては違います。失礼しました。 

〔「散々説明してきたのは何だったんだ」「さっき言っていた合併
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特例債を使うっていうのは何か」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） 何回もすみません。最終的な工事費とか全部、そういうもの

に対しては合併特例債は計画しているんですが、現在の調査費とか……、そういうのが削

られて調査費になったもんですから、一財だけという形になっています。これが今の予算

書の中身です。 

〔「意味が分からない。あれだけ説明していて……、もっと詳しく

説明して」「ペーパー出してもらっていいですか、分からない」

と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） ちょっとよく分かりづらいので、課長もなかなか分からないで

しょうから、後でね、じゃ後で聞きますよ、これは。 

 結構です。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

 ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） 教育関係、先ほどの思い出づくり給付金という形なんだと思う

んですけれども、結局この修学旅行を実施する方向にというのはもう既にならないんでし

ょうか。 

 もう一点なんですが、この中止の理由として、県内の高校等で知っているところでは実

施しているところがあるんですが、どういうふうに実施しているかご存じでしょうか。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） ８番河原井議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、中止した経緯と、今後どのような形、実施とかあり得るのかというようなことに

つきましてですが、今回、今年の中学校の修学旅行につきましては、例年ですと５月頃に

実施していたものを10月に予定をしておりました。ただ、８月頃にコロナ感染症の拡大が

見られまして、学校のほうでも中止をするか、実施をするかという判断を迫られた状態に

なっております。その時点で、８月末時点で学校と、また教育委員会とも協議いたしまし

て、コロナ感染症のリスクが高いということで、中止ということに決定をして、９月１日

付で保護者、生徒にお知らせをしたということになっております。 

 修学旅行、今後10月以降になりますと、中学３年生、受験の時期ともなってきますので、

延期と、そういったものはなかなか難しいということで、中止ということで決定をしたと

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） 県内で高校だったりそういったところが修学旅行やっていると
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いうことはご存じではないようですね。よく分かっていないということだと思うんですけ

れども、いずれにしても、例えば県内の私立の学校でありますけれども、２泊するところ

を１泊にする。そして、１つの学年を３班に分ける。例えば鎌倉、日光、それから福島の

スキー教室とかですね、そういうふうに３班に分けながら密にならないように１泊で行く

というようなシステムをやっているところがあるわけですね。思い出づくりをするという

ことなんですけれども、具体的に思い出づくりはどのような思い出づくりを想定されて、

この給付金は出される思いなのか。ちょっと参考までにお聞かせください。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） 引き続き８番河原井議員のご質問にお答えいたし

ます。 

 当事業は昨年度同様の事業を実施いたしました。昨年事業実施の目的といたしまして、

先ほど出ていました思い出づくりとか、また記念品などということで、思い出づくりでは、

昨年の時点でも集団の移動、旅行などが難しいということで、家族旅行などで想定をする

というようなものでございました。 

○議長（関 誠一郎君） ８番河原井大介君。 

○８番（河原井大介君） 県内でも様々このコロナには大変だということなんですけれど

も、子供たちの思い出づくりを積極的につくってあげたいという教育者、学校の先生の思

い等々も聞きながら、例えば同じ場所に、２日で京都にみんなで行くとかというのは一つ

のあれだと思うんですが、こういった災害ですよね、そういう状況ですから、とにかく思

い出づくりをさせるという方向で、違う場所で１泊でもいい、３班でもいい、分けながら

行かせてあげる。それに対してのこういった補正的な、緊急的な予算であれば、比較的出

しても、素直にですね、加藤木さんじゃないですけれども、素直に出せるような形になる

んじゃないかなというふうに思っていますんで、今後ぜひそういう方向を考えていただき

ながら、来年もコロナも分かりません。ですから、そういうことを常に計画を持って、あ

と、子供たちのために何ができるかを、お金を渡して解決するというのはとてもシンプル

だと思いますけれども、果たしてそれで教育について語る上で、もう少しできることがあ

ったのかなという思いがありますので、もう少し検討いただけるかどうか、教育長、意見

を頂戴したいと思います。 

○議長（関 誠一郎君） 教育長髙岡秀夫君。 

○教育長（髙岡秀夫君） すみません、それではちょっと経緯というか、若干、今、河原

井議員のご質問の中で、まず、先ほど局長からありましたが、まず２泊３日の京都という

のは、また９月頃からの第５波ですか、それで我々もいろいろ協議した中で、今度は次に

能登のほうなら大丈夫だろうとか、１泊で、結局はそうしますと、どこの学校も同じよう

なところでまた集中してしまうとか、そういう経過があったもんですから、校長とも協議

して、ただ、その代わり思い出づくり、家族と一緒の思い出づくりもあるでしょうけれど
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も、中学生の場合には、やはり同じ仲間とですね、中学３年生とということで、１泊とま

ではいかないんですけれども、例えば那須ハイランドですとか、そういういろいろ、ある

いは去年も行けなかったので、スキーですとか、そういうことで実際には仲間との思い出

づくり、そういう意味では那須ハイランドパークとかそういうところに３年生が行ってき

ております。 

 それでもって、その給付金というか、そのお金については、同じ中学３年生同士で楽し

む部分もあるでしょうし、また、年度末、試験が終わった後あたりには家族でと、そうい

う両方でかなうようなことでこちらも考えておりました。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第88号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） 議案第88号 令和３年度城里町国民健康保険特別会計補

正予算（事業勘定第２号）についてご説明申し上げます。 

 １ページをご覧願います。 

 第１条であります。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億570万3,000円を追加し、補正後の予算総

額を歳入歳出それぞれ24億5,674万6,000円とするものであります。 

 ２ページをご覧願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正であります。 

 歳入についてご説明いたします。 

 ４款１項県補助金でありますが、既定額に１億570万3,000円を追加するものであります。

保険給付費等交付金を追加するものです。 

 続きまして、歳出であります。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費でありますが、既定額に歳入と同額の１億570万3,000円

を追加するものでございます。一般被保険者療養給付費の増により、負担金を追加するも

のであります。 

 以上、令和３年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（事業勘定第２号）についてご

説明させていただきました。詳細につきましては、３ページから４ページの補正予算事項

別明細書をご覧願います。 

 続きまして、５ページをご覧願います。 

 令和３年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（施設勘定第２号）についてご説明申
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し上げます。 

 第１条であります。 

 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ330万6,000円を減額し、補正後の予算総額

を歳入歳出それぞれ２億4,047万4,000円とするものでございます。 

 ６ページをご覧願います。 

 １表、歳入歳出予算補正であります。 

 まず、歳入についてご説明いたします。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金でありますが、既定額から330万6,000円を減額するもの

でございます。事業費の減額分を補正するものです。 

 続いて、歳出であります。 

 １款総務費、１項施設管理費でありますが、既定額から330万6,000円を減額するもので

す。人事異動による人件費を673万3,000円減額し、育児休暇対応の会計年度任用職員の報

酬及び七会診療所、沢山歯科診療室のオンライン資格確認対応システム導入経費342万

7,000円を追加するものでございます。 

 以上、令和３年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（施設勘定第２号）についてご

説明させていただきました。詳細につきましては、７ページから12ページの歳入歳出補正

予算事項別明細書、給与費明細書をご覧いただきたく思います。ご審議くださりますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第88号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第89号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 長寿応援課長稲川弘美君。 

○長寿応援課長（稲川弘美君） 議案第89号 令和３年度城里町介護保険特別会計補正予

算（保険事業勘定第３号）についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条、予算の総額に歳入歳出それぞれ249万1,000円を追加し、予算総額を歳入歳出そ

れぞれ25億898万1,000円とするものです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 初めに歳入です。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、既定額に77万2,000円を追加するものです。介護予

防・日常生活支援サービス事業費の増による地域支援事業交付金を追加するものです。 

 ４款１項支払基金交付金、既定額に83万5,000円を追加するものです。介護予防・日常
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生活支援サービス事業費の増による地域支援事業交付金を追加するものです。 

 ５款県支出金、２項県補助金、既定額に38万6,000円を追加するものです。介護予防・

日常生活支援サービス事業費の増による地域支援事業交付金を追加するものです。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、既定額に49万8,000円を追加するものです。事務費及

び地域支援事業費の増に伴う他会計繰入金の追加によるものです。 

 続いて、歳出になります。 

 １款総務費、１項総務管理費、既定額に11万2,000円を追加するものです。消耗品費、

システム使用料の増によるものです。 

 ２款保険給付費、４項高額医療合算介護サービス等費、既定額に３万円を追加するもの

です。介護サービス利用者料の増によるものです。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、既定額に309万4,000円

を追加するものです。基準型訪問・通所介護サービス費の増によるものです。 

 ５款１項基金積立金、既定額から74万5,000円を減額するものです。歳入歳出調整分で

ございます。 

 以上、令和３年度城里町介護保険特別会計補正予算（保険事業勘定第３号）についてご

説明させていただきました。詳細につきましては、３ページから５ページ、歳入歳出補正

予算事項別明細書をご覧いただきたいと思います。また、主な事業は予算の概要にござい

ますので、ご覧ください。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第89号に対するご質問をお受けいたします。 

 ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） まず歳入の中で、７款の繰入金、これ他会計繰入金なんですけ

れども、これ他会計って一般会計ですか。ちょっといいですか、教えていただいて。 

○議長（関 誠一郎君） 長寿応援課長稲川弘美君。 

○長寿応援課長（稲川弘美君） ２番加藤木議員さんの質問にお答えいたします。 

 他会計繰入金ですが、一般会計からの繰入金と、あと、地域支援事業費の……、どちら

も一般会計からですが、地域支援事業費に対する繰入金と一般会計の事務費繰入金でござ

います。 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） 一般会計からということなんですけれども、今回は料率の設定

をして、たしか１年目でしたよね。それで、１年目で、掛金自体も大変安い、他の市町村

から見ても若干安いのかなというふうに思っているんですけれども、それで、先日、前に

料率を設定したときお伺いしたのは、１年目って剰余金が出るみたいな話をしていました

よね、１年目は。これは剰余金、今年度出ますか。これが他会計から繰入れというから、

これ繰入れしないとちょっとできないのかなと思って、素朴に思っているんですけれども、

そうすると剰余金とかも出ないと、どうなんでしょうね。出ますか。 
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○議長（関 誠一郎君） 長寿応援課長稲川弘美君。 

○長寿応援課長（稲川弘美君） ２番加藤木議員さんの質問にお答えいたします。 

 今回の一般会計からの繰入金については、総務管理費に対しての繰入金でございまして、

ルール分でございます。あと、地域支援事業費のほうの繰入金に対しても、町負担分とし

て計算したものだけを繰入れさせていただいております。今年度の剰余金については、ま

だ交付金とか全部入ってきておりませんので、ちょっとまだはっきりと金額とかは分から

ないんですけれども、予定では剰余金が出る予定でございます。 

○議長（関 誠一郎君） ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） すみません、分かりました。ありがとうございます。 

 今回剰余金が出るということなんですけれども、当初にですね、私も思っていたんです

けれども、実際に料率の設定するときに、ある程度、事業でかかるものってこう入れてや

りますよね。ただ、そのときにあまりお金がかからないようにしちゃったら保険料って安

くなるじゃないですか、当然。安くなると、当然、安くなればなったで、国からの補助も

少なくなると、そうですよね。そうすると、本来だったらばちゃんとね、事業としてかか

るものはかかるものとして、ある程度、器が大きくなっても、それに対しての例えば半分

とか３分の１とか、国とか県からもらえるんだったらば、ある程度膨らませちゃって……、

故意に膨らませるのはちょっとまずいかもしれないけれども、ある程度、パイを大きくし

ておいたほうがいいのかなと思って、それで作為的に保険料……、個人個人が支払う保険

料を少なくするために事業を故意に少なくしているとかっていうことは、多分やっていな

いと思うんですけれども、剰余金がもし出なかったらば、ちょっと算定ミスかなというふ

うには思うんですよね。ですから、そこら辺のところ、ちょっと剰余金が１年目は出るん

だということ、それで貯金ができるんだということだったのでちょっとお伺いしたんです

けれども。じゃ今年度、それと次年度ぐらいまでは、ある程度一般会計からの繰入れをし

なくてもやっていけるというふうに思っていてもよろしいですね。 

○議長（関 誠一郎君） 長寿応援課長稲川弘美君。 

○長寿応援課長（稲川弘美君） ２番加藤木議員さんの質問にお答えいたします。 

 計画の予定では、そのようになっておりますが、今回、保険給付費のほうも、コロナの

関係とか、伸びているところではございますので、今後も状況を見極めながら事務のほう

を行っていきたいと思います。 

○議長（関 誠一郎君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第90号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 水道課長阿久津惠三君。 
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○水道課長（阿久津惠三君） それでは、議案第90号 令和３年度城里町水道事業会計補

正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 議案書の１ページをご覧願います。 

 第１条は総則で、第２条からご説明いたします。 

 第２条、令和３年度城里町水道事業会計予算第３条に定めました収益的支出の予定額を

補正するものです。補正の内容につきましては、収入支出とも既決予定額の変更はなく、

支出の科目内予定額を補正するもので、第１款水道事業費用、第１項営業費用、第１目原

水及び浄水費の262万5,000円の追加でありますが、修繕費の増によるものです。第４目総

係費の262万5,000円の減でありますが、人事異動に伴う人件費の減と燃料費の増によるも

のです。 

 以上、議案第90号についてご説明申し上げましたが、詳細につきましては、３ページか

ら６ページの補正予算実施計画明細書、給料費明細をご覧いただきたいと存じます。ご審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（関 誠一郎君） これより議案第90号に対するご質問をお受けいたします。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第91号から議案第97号の７議案を一括議題といた

します。決算認定については、第３回定例会において上程され、内容の不備により撤回さ

れたものであります。 

 修正点について、執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） すみません、ちょっと調整します。画面のほう変わったでし

ょうか。 

 それでは、さきの令和２年度の決算認定の一部修正ということで、今般、12月の定例議

会のほうに上程させていただきます修正内容についてご説明のほうをさせていただきます。

あわせて、令和２年度の決算認定につきましては、令和元年度の数値を拾ってきていると

いう関わりから、令和元年度分の修正につきましても修正箇所のご説明をさせていただき

ます。 

 まず、各議員さん、今ご覧になっているページのほうですけれども、まず、令和元年度

の決算審査意見書正誤表ということで、こちらのご説明を申し上げます。 

 この中で決算意見書の５ページです。 

 ウの公債費負担比率というところで、こちら地方債の「償還及び利子」となってござい

ましたところを正しくは「元金」ということで、文言の訂正をさせていただきます。 

 また、６ページ、地方債現在高でありますが、こちらにつきましては、特別会計の利子

に計上誤りがありましたので、利子合計の欄の修正、それに伴いまして、合計欄の利子、

計の欄の修正、それと、一番下段の対前年度の比較、利子、計の修正ということで、この
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項目が修正ということになります。 

 さらに、20ページのほうでありますが、農林水産業費のほうで前年度と比較して、本来

ですと3,912万6,000円となるべきところを端数処理、四捨五入の関係で1,000円の差異が

出てございますので、こちらにつきましても四捨五入による修正をさせていただいてござ

います。 

 さらに、22ページ、７款土木費になりますが、こちらにつきましては、繰越明許費が14

事業ということでご報告をさせていただいていたところ、精査の結果、18事業ということ

で数字の訂正をさせていただきます。 

 ページ返しまして、次のページです。こちら介護保険の特別会計ということになります。 

 こちらにつきましては、比較増減が右端になりますけれども、こちら朱書きの部分が変

更になります。それと、合計欄に計上誤りがございましたので、こちらの朱書きのとおり

修正のほうをさせていただきます。 

 27ページに移りまして、こちら１行目、繰出金の欄でありますが、こちらにつきまして

も数字の計上誤りということで、正しくは9,634万4,000円の増というところで、修正のほ

うをさせていただいてございます。 

 さらに、34ページでありますが、介護サービス事業勘定というところで、こちらにつき

ましては、令和元年度欄の執行率97.4％というのが正しい数字となりますので、こちら修

正に伴いまして、比較増減のほうも連動して0.4ということで変更のほうをさせていただ

いております。 

 最終になりますが、40ページ、供給単価及び給水原価というところでありますが、こち

らにつきましては、前年度に比べて１円97銭ということで、数字の訂正をさせていただき

たいと思います。 

 令和元年度につきましては以上でございます。 

 続きまして、令和２年度の正誤表のほうを今お出しします。 

 こちらにつきましては、まず４ページ、収支決算の状況でありますが、こちら特別会計、

右欄、令和元年度分でありますが、単年度収支額の令和元年度右端欄が朱書きのとおり変

更となります。こちら数字の訂正がございますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、５ページ、こちら令和元年度と同様に地方債の「償還」となっていたもの

を「元金」ということで、文言の訂正をさせていただきたいと思います。 

 さらに、23ページ、こちらにつきましては、ホロルの湯の利用者数及び歳入歳出の推移

ということで、それぞれ精査の結果、数字の変更が出ましたので、朱書きのとおり変更を

させていただきたいと存じます。 

 さらに、23ページ、教育費でありますが、こちら事故繰越事業につきまして３事業、金

額のほうが1,503万2,000円ということで、記載に誤りがございましたので、修正のほうを

させていただいてございます。 
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 続きまして、31ページ、歳入欄でありますが、こちら比較増減の欄の不納欠損額が0.0

ということで、小数点が入ってございますので、こちらについては０ということで、位取

りの誤りがありましたので、訂正のほうをさせていただいてございます。 

 ページ返しまして、歳出です。 

 こちらについては、令和２年、元年の翌年度繰越額比較増減がございますが、こちらに

つきましては、本来、繰越事業というのは計上されてございませんので、今回、翌年度繰

越額というのは予算繰越しのほうを誤って記載してしまいましたので、こちらにつきまし

てはゼロということで修正のほうをさせていただいております。 

 中段、34ページ、介護保険特別会計でありますが、こちらにつきましても令和２年の変

更に伴いまして、比較増減欄が朱書きのとおり変更となります。 

 なお、こちらにつきましても翌年度繰越額、予算繰越分を計上してしまいましたので、

こちらにつきましては、繰越事業としてはありませんので、ゼロ円ということで訂正のほ

うをさせていただいております。 

 さらに、その下の欄でありますが、歳出総額132万9,000円ということで、こちらにつき

ましても数字の誤りがありましたので、訂正のほうをさせていただいております。 

 最後の欄、42ページにつきましては、さきの９月の定例議会のほうで修正の申出をさせ

ていただいて、既に修正済みとなっている項目でございますので、ご確認いただければと

思います。 

 以上、今回、令和元年、そして令和２年、それぞれの決算認定の監査委員の意見書につ

きまして、修正をさせていただいておりますので、よろしく内容的にご審議のほういただ

ければと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

○議長（関 誠一郎君） 決算審査意見書の修正のみとのことですので、決算書の説明に

ついては省略いたします。 

 ただいまの説明に対するご質問をお受けいたします。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 総務課長、これ非常に残念だなと。先月の出納検査の中で、監

査委員に監査意見書が、こういう変更をされるとしたら、先月の出納検査の中できちんと

説明をして、承諾をもらってから議会に報告するんだと思うんだけれども、監査委員がサ

インしているやつが、監査委員の承諾もなく、こういう間違っていましたという出し方は、

これは正当なんですか、総務課長。ちょっとそこら辺、答弁していただきたい。 

○議長（関 誠一郎君） 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 14番小圷議員のご質疑でございますが、本来でありますれば、

この修正というのがないのが一番でありましたが、今回、誤りが９月の本議会のほうでご

指摘をいただきましたので、事務局としましても、各課局のほうへ今回再度確認のほうの
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依頼を取りまして、修正点について再度精査をしたところでございます。 

 なお、小圷議員におかれましては、町の議会選出の監査ということで、監査委員でもあ

ります。説明のほうが不足していたということであれば、非常に申し訳なく思っておりま

すので、おわびして訂正のほうをさせていただきたいと思います。 

○議長（関 誠一郎君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） これ本当にこれで間違いないんですか。この前の年のやつも間

違っていないという保証は、ないんですね、それだけ確認して監査委員に説明もなく、議

会で決算認定を議決をして認定したやつが執行部からいきなりね、監査委員にも示さない

で、間違っていましたという出し方は、正しいんですか。これ遡って５年ぐらい、本当に

正しくやってあるんですか。そこら辺ちょっと確認したい。 

○議長（関 誠一郎君） 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 14番小圷議員のご指摘でありますが、現在、２年の決算認定

のご審議をいただくということでありますので、２年に関連する元年分の決算書類までの

精査は終わった段階でございますので、それ以前の決算について誤りがないのかと、保証

ができるのかというご指摘につきましては、保証できるというような確約は、ここでは差

し控えさせていただきます。 

○議長（関 誠一郎君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 決算認定ができなかったのは、私の記憶でいくと令和２年度の

決算ですよね。それなのにいきなり監査委員に説明もなく、令和元年度の決算の数字が間

違っているという出し方が正当なんですか。過去遡って、これから５年間くらい調べられ

て、これでもう正しいんですよという自信はあるんですか。そこら辺言っていただきたい。 

○議長（関 誠一郎君） 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） 14番小圷議員のご質疑にお答えさせていただきます。 

 繰り返しになりますが、過去の分につきましての確証というのは、この場では即答いた

しかねます。 

○議長（関 誠一郎君） よろしいですか。 

○１４番（小圷 孝君） どうしようもないじゃん。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 繰越金ですか、教育費の事故繰越とか翌年繰越し、介護保険特

別会計の繰越し、これ令和２年、令和元年で翌年繰越しの4,394万1,000円がゼロ円になっ

ています。それから、令和元年で1,375万8,000円がゼロ円ですね。あと、介護保険の特別

会計でも177万がゼロ円、令和元年の49万5,000円がゼロ円。何でこのような誤差が生じる

のでしょうか。注意されなければ気がつかないようなことなんでしょうか。繰越しという

ことに対しての考え方が何か庁内の中で違っているんではないかなと思うんですが、まず
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１つ、何でこんなにゼロ円になるような誤差というか、ものが出たのか、ちょっと教えて

ください。 

○議長（関 誠一郎君） 総務課長山口成治君。 

 それと、結局原因というものをやはり皆さんにお知らせしないと駄目でしょう。数字

云々じゃなくて原因、こうなった原因。お願いします。 

 山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） ４番藤咲議員のご質疑にお答え申し上げます。 

 翌年度繰越額のご質疑でありますが、先ほど正誤のほうで説明をさせていただきました

が、本来、明許繰越分をこちらに入れるところでありますので、予算繰越額をここに記載

をしてしまったという誤りがありましたので、こちらについては予算繰越しについてでな

く、明許繰越分の繰越額記載ということで、ゼロ円修正ということで、今回修正のほうを

させていただきました。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 明許繰越しと、そのことがあるんだろうと思うんですけれども、

庁内の中で、考え方としてね、９月ですので、９月の時点でもうなくなったので、じゃ９

月の時点で、もうこれから使わないから、まだ余っているよという繰越しと、それから、

まだ残っているけれども、来年の３月までには使い切るから、だけれども、それが繰越し

にしてあるという、２つの考え方があるんじゃないかと思うんですけれども、これってど

っちなんでしょうか、この繰越しというのがちょっと納得していない……、分かれている

んじゃないかなと思うんですけれども、統一されていますか。 

○議長（関 誠一郎君） 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） ４番藤咲議員のご質疑にお答え申し上げます。 

 繰り返しになりますけれども、翌年度繰越額というものにつきましては、明許をかけた

ものについてこちらに記載するという表になっておりまして、今回、予算の繰越しを記入

してしまいましたので、ゼロ円ということで修正をさせていただいております。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 私の質問ではなかったような気がするんですけれども、予算の

繰越しを何でここに入れてしまうんですか。何でそういう間違いがあるんですか。そこら

辺のところをちょっと知りたいと思うんです。さっき議長が言いましたね。こういう形に

なった原因を答えてほしいと言いました。原因をちょっと説明いただけますか。 

○議長（関 誠一郎君） 長寿応援課長稲川弘美君。 

○長寿応援課長（稲川弘美君） ４番藤咲議員の質問にお答え申し上げます。 

 こちらのほうは長寿応援課の担当部署なんですけれども、申し訳ありません、翌年度繰

越額を単純に繰越額と勘違いしまして、記載して報告してしまいました。申し訳ございま

せんでした。 
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○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 庁内の中で本当に皆さん忙しくて、仕事が多くて、とってもね、

間違いやすい、そういう中で間違いやすいのが私たち、そうかそうか忙しいんだね、頑張

って大変だよねっていって、そう、じゃいいよって許されるものなのか、それとも、今こ

うして修正して出たことに対して、私たちはもう少し厳しくきちんとやってほしいという

のが我々の役目なのか分からなくなりますけれども、ただね、確かに勘違いというのは、

今、長寿応援課からいただきましたけれども、誰もみんな勘違いあるんです。でも、そこ

で訂正されたから、修正案というか、こう議員からチェックされたから直したというよう

なことで、皆さん、介護保険なりいろいろ見直していただいたんだと思うんですけれども、

ただ、本当に4,394万1,000円という翌年度繰越しがゼロ円になってしまうということがど

うも本当にこれでいいのかしらという、ほかの人たちも、議員さんたちも心配しているよ

うに、本当にこれでいいんですかっていう、今までやってきたこと、数字をね、ただもう

あっという間に述べられて、読まれて、それで納得されるような、本当にね、私たち、資

料がないとね、どうしても一つ一つチェックすることができないんですけれども、資料が

あったからこそ、あればこその修正が、チェックができるということなんですね。 

 何が言いたいかというと、要するにこれで本当に間違っていないんですか、これまでの

間違いはなかったんですか、これからはどうなんですかという、とっても心配していると

ころなんです。そこら辺の何ていうかな、対策、改善、そういうようなものはどのように

されていくんでしょうか。分かる課があったら教えてください。 

○議長（関 誠一郎君） 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） ４番藤咲議員のご指摘についてお答え申し上げます。 

 事務方としては、今回の修正について、非常に反省をしているところでありまして、将

来にわたりまして、ダブルチェック、トリプルチェックを徹底し、二度とこのような数字

の誤りがないような形で事務執行に努めてまいりたいと思います。 

 なお、３番猿田議員のほうから一般質問をいただいておりますので、その際にまた答弁

のほうをさせていただきたいと思います。関連質問が出てございますので、答弁のほうは

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） よろしいですか。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 猿田議員さんにも答弁するということなんですけれども、私た

ちは本当にそれを信じてチェックしていますから、そこのところね、やはりお互い、ただ、

私たちが執行部の出せる数字が正しいと思って、一応チェックしたりとかなんかしていき

ます。それがチェック・アンド・バランスということで、私たち議員と執行部のやり取り

だと思うんですね。ですので、そこのところはこれからも続けて、しっかりと確認させて
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いただきたいなということは申し上げておきます。答弁は要らないので大丈夫です。これ

から十分に注意してください、気をつけてお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございますか。 

 ２番加藤木 直君。 

○２番（加藤木 直君） これですね、１年間、皆さんが行ってきた、苦労して行ってき

た仕事の総決算の数字がこれだと思うんだよね。ですから、慎重に取り扱っていただきた

いなと思うのと、それと、これは課長、あれですか、項目、項目によって各課に、ここ入

れてねということで多分、そういうので回すんですよね、これ。そうですよね。だと思う

んですけれども、各課、多分回していると思うんです。そのときに各課の中で、やはり二

重、三重のチェックが入るように、そういった体制、今後どういう対応策を取られるのか

まだ聞いていないので分からないんですけれども、ダブルチェック、トリプルチェックと

いうようなことができるような方法を取っていただかないと、決算ですから、信頼性がな

いとちょっと、私たちもそういうのを見るのが仕事ですので、その辺のところを慎重に行

っていただきたいなと思います。 

 その対応策、もしあればお伺いします。 

○議長（関 誠一郎君） 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） ２番加藤木議員のご質疑にお答え申し上げます。 

 非常にありがたいお言葉だと思って私も受けて、事務にはこれからチェックにはチェッ

ク、二重、三重のチェックをさせていただきたいと思います。 

 改善策というところでありますが、こちら先ほど申し上げましたが、３番猿田議員さん

のほうから一般質問のほうでもいただいております、まさに改善策についてということで

ありますので、一般質問の席上、回答させていただきたいと思います。よろしいでしょう

か。ありがとうございます。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、議案第98号から議案第103号の６議案を一括議題とい

たします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） すみません、ちょっと今パソコンを戻しますので。 

 それでは、議案第98号から議案第103号までということで、一括、ご説明のほうをさせ

ていただきたいと存じます。 

 城里町政治倫理審査会委員の選任につき同意を求めることについてでございますが…… 

〔発言する者あり〕 

○総務課長（山口成治君） すみません、続けます。 
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 当該議案の説明資料、98号から103号ということで今、画面のほう出ております。こち

らを基にご説明のほうを申し上げます。 

 城里町政治倫理審査会委員の任期満了に伴いまして、今回、６名の委員の選任につき同

意を求めるものでございます。任期につきましては、令和３年12月19日が満了となってご

ざいます。 

 今回、学識経験者３名、弁護士の松村 孝氏、行政書士の横山幸雄氏、同じく行政書士

の阿久津紀子氏、町民の方から３名、和田寿美雄氏、卜部徳也氏、五十嵐雅晴氏、以上６

名の選任をするものでございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（関 誠一郎君） ただいまの説明に対するご質問をお受けいたします。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 簡単な経歴などありましたら教えていただきたいんですが。 

○議長（関 誠一郎君） 総務課長山口成治君。 

○総務課長（山口成治君） ４番藤咲議員のご質疑にお答え申し上げます。 

 松村 孝氏につきましては、現在、町の顧問弁護士を依頼している方でございます。横

山幸雄氏につきましては、町内に在住しておりまして、行政書士の仕事をされている方で

ございます。同じく阿久津紀子氏につきましては、行政書士の仕事を担われております。 

 町民代表としまして、和田寿美雄氏につきましては、元団体職員をされていた方でござ

います。卜部徳也氏につきましては元教員、町の教育委員長を歴任されてございます。五

十嵐雅晴氏につきましては、元会社役員ということで、いずれも町内でご活躍をされてい

るお三方でございます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） これ１番目に書いてある松村弁護士ですか。町の顧問弁護士を

やっているわけですよね。新たに困り事相談で年間24名の弁護士をお願いして、町に１か

月に１回ずつ来てもらっている中で、そういう多くの弁護士がいますし、それで、町の顧

問弁護士になると、要するに委員の皆様と費用弁償ですか、弁護士だからといって交通費

が支払われているわけですよね。そういう形でいくと、やはり弁護士だからといって交通

費を払われているというのはちょっとあれだし、やはり町の顧問弁護士をやっているわけ

ですから、町のトラブルだけを専念にやってもらって、顧問弁護士を新たに見つけていた

だいて、それで政治倫理条例の中の費用弁償できちんと受けてくれる方を探していただき

たいなって、以上、それを提案して、難しいだろうけれども。何とかね、松村弁護士には

町の顧問弁護士として頑張っていただきたいと思います。政治倫理のほうは誰かと替わっ

ていただきたいと、それを強くお願いして終わりにします。 
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○議長（関 誠一郎君） 要望でいいですよね。 

○１４番（小圷 孝君） 要望でいいです。交通費が支払われていなければ結構ですけれ

ども、交通費が５万円支払われているのが確認されていますので、そういう形でね、１人

だけ、弁護士だからといって交通費を５万円頂いて、つくばのほうから来ていただくより

も、隣の水戸市辺りから来ていただいて、前の弁護士さんは同じ政治倫理の条例の中で

4,000円しか支払われていないというのは確認しておりますので、そういう形で、条例で

決まった値段で受けてくれる方を探していただきたい。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 次に、請願第２号から陳情第３号については、本会議に上程さ

れる予定でございます。 

 続いて、定例会に上程されます報告について、執行部より説明を求めます。 

 執行部は引き続き自席で説明をお願いいたします。また、質問は、時間の関係上、最後

にまとめて行いますので、簡潔にお願いいたします。長くなる場合は、直接担当課へお願

いいたします。 

 それでは、報告第40号の説明を求めます。 

 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） 報告第40号をご覧いただきます。 

 報告第40号 城里町立学校管理規則の一部を改正する規則についてでありますが、主な

改正点は、学校長の申請により教育長の承認を得て、休業日を授業日とすることができる

よう規則の一部を改正したものでございます。 

 具体的には、災害や感染症拡大などにより、一定期間学校休業となった場合など、授業

時数の確保のため、夏季休業や冬季休業の長期休業日の一部を授業日にすることができる

ようにするなどとなっております。詳細につきましては、報告第40号説明資料、新旧対照

表をご覧願います。 

 以上でございます。 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、報告第41号の説明を求めます。 

 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） 報告第41号 城里町国民健康保険税の旧被扶養者に係る

減免に関する取扱要綱の一部を改正する告示でありますが、本日提案しました議案第76号

の城里町国民健康保険税条例の一部を改正することに伴い、これに合わせて要綱を改正す

るものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、報告第42号、報告第43号を一括して説明を求めます。 
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 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） 報告第42号をご覧願います。 

 報告第42号 令和３年度城里町ふれあいの船事業中止に伴う臨時給付金交付要綱の制定

についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により中止と決定した令和３年度ふれあいの船事業の

代替措置として、昨年度と同様に城里町立の小学校に在学している６学年児童の保護者に

対し、予算の範囲内において、令和３年度ふれあいの船事業中止に伴う臨時給付金を交付

するため必要な事項を定めたものでございます。 

 内容につきましては、昨年と同様でございまして、給付金額も３万5,000円となってご

ざいます。 

 続きまして、報告第43号をご覧願います。 

 報告第43号 令和３年度城里町修学旅行代替給付金交付要綱の制定についてでございま

すが、新型コロナウイルス感染症の影響により、城里町立中学校に在籍する中学３年生が

参加する修学旅行が中止になったので、昨年と同様に生徒の保護者に対し、予算の範囲内

において、城里町修学旅行代替給付金を交付するため、必要な事項を定めるものでござい

ます。 

 内容は一昨年と同様で、給付金額につきましても３万5,000円となっております。 

 説明については以上でございます。 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、報告第44号から報告第46号を一括して説明を求めます。 

 まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 初めに、報告第44号 令和３年度第２弾城里町中

小企業等固定費応援給付金交付要綱についてご説明を申し上げます。 

 この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが急減した町内事業者に対

して、施設の維持、または事業継続のための緊急支援策として、令和２年度から引き続き

給付金を交付しているものでございます。今回、給付対象者、給付額等についての変更は

ございません。交付対象経費の期間を令和３年４月から９月の間としまして、申請期限を

令和４年１月31日までとして実施するものでございます。 

 次に、報告第45号、関連でございますので、資料が２つ出ませんけれども、報告第45号

 城里町元気アップ振興券（第４弾）実施要綱の制定、関連でございます報告第46号 城

里町元気アップ振興券（第４弾）事業補助金交付要綱の制定についてご説明をさせていた

だきます。資料のほうは実施要綱のほうでお話をさせていただきます。 

 いずれの要綱も、本事業等につきましては、第１弾、第２弾、第３弾、３回行ってござ

いますが、その内容等変更はございませんが、今回は振興券、お一人当たり7,000円とい

うことで、要綱のほうを整備させていただいてございます。うち中小店舗限定として

5,000円、大規模小売店2,000円として、令和３年10月１日現在で住民登録があった１万
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8,668人、世帯にしまして7,888世帯に既に交付したものでございます。使用期間につきま

しては、12月１日から令和４年１月31日までとしてございまして、利用できる店舗数は、

12月１日現在で139店舗となってございます。 

 説明は以上となります。 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、報告第47号の説明を求めます。 

 下水道課長所 克実君。 

○下水道課長（所 克実君） それでは、報告第47号をご覧願います。 

 城里町下水道事業会計規則についてでありますが、下水道事業を令和４年４月１日から

地方公営企業法に適用させることに伴い、地方公営企業法施行規則第２条第１号の規定に

基づき、城里町下水道事業の会計、その他財務に関する基準及び手続を新たに設定するも

のです。 

 以上、報告第47号についてご説明させていただきました。 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、報告第48号から報告第52号を一括して説明を求めます。 

 まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 初めに、報告第48号 第２次城里町総合計画後期

基本計画についてご説明申し上げます。 

 平成28年３月に、平成28年度から令和７年度までの第２次城里町総合計画基本構想と、

平成28年度から令和２年度までの前期基本計画を策定いたしました。 

 今回ご報告いたします第２次総合計画後期基本計画では、基本構想にありますまちづく

りを進めていくための基本理念、また、まちの将来像「人と自然が響きあい ともに輝く

住みよいまち」の実現に向け、前期基本計画期間の取組の進捗状況や社会情勢等の変化を

踏まえました見直しを行い、令和３年度から５か年の計画を作成したところでございます。 

 後期基本計画では、今後のまちづくりにとって重要かつ多分野に広がるテーマを重点プ

ロジェクトと位置づけまして、分野横断的な取組として新たにまとめたものでございます。 

 なお、添付資料としまして、その概要版も載せてございますので、後ほどご覧いただき

たいと存じます。 

 次に、報告第49号 第２期城里町まち・ひと・しごと創生総合戦略についてご説明申し

上げます。 

 資料のほうは後ほどご確認をいただきたいと思いますけれども、平成26年11月、我が国

における急速な少子・高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるととも

に、東京への人口の過度な集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して将来

にわたって活力ある日本社会を維持していくため、まち・ひと・しごと創生に関する施策

を総合的かつ計画的に実施することを目的としまして、まち・ひと・しごと創生法が施行

されたところでございます。 

 本町においても、このまち・ひと・しごと創生法第10条の規定に基づきまして、平成28



－５６－ 

 

年３月に城里町創生総合戦略及び、この後、改訂版としてご提示してございますが、城里

町人口ビジョンを作成しまして、まち・ひと・しごとの創生に取り組んでまいりました。 

 今回、城里町創生総合戦略の５か年計画の期間が満了したことを受けまして、計画の効

果検証を踏まえ、第２期城里町創生総合戦略を作成したところでございます。当計画にお

きましては、第１期計画の４つの基本目標を踏襲し、さらに最上位計画である第２次城里

町総合計画と連携した施策の展開を図ってまいりたいと考えてございます。 

 次に、報告第50号 城里町人口ビジョンの改訂版についてご説明をさせていただきます。 

 城里町人口ビジョンは、国が示すまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの内容を踏まえ

ながら、城里町における人口の状況を分析し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展

望を示すものでございます。 

 城里町では、2016年３月にこの城里町人口ビジョンと、人口ビジョンが示す将来展望を

実現するための取組をまとめました城里町創生総合戦略を作成し、人口減少、少子・高齢

対策や地域の活力の創生に取り組んでまいってきたところでございます。 

 このたび第２期城里町創生総合戦略を作成するに当たって、新町の人口動向を反映した

新しい人口の将来展望を示す必要がありましたことから、人口ビジョンの改正を行ったも

のでございます。 

 人口推計に当たっては平成28年に作成しました人口ビジョンの将来の人口展望や国立社

会保障・人口問題研究所の推計人口、町の人口減少抑制施策等を勘案しまして、2040年度

を中間年度、2060年度を最終年度と定め、将来展望を制定したものでございます。新たに

制定した将来展望は、2040年の総人口を前計画で１万7,000人としたところでございます

けれども、それを１万5,500人、また、2060年、最終年度の目標が１万6,000人であったと

ころを１万2,000人として、ビジョンのほうを改正してございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、報告第53号の説明を求めます。 

 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） 報告第53号 城里町と大塚製薬株式会社との包括連携協

定についてでありますが、地域社会の活性化及び城里町民の安全・安心な暮らしの確保に

資することを目的としております。 

 事業内容ですが、協定書の第２条、連携事項にあるとおり、その内容につきまして、協

力しながら進めてまいりたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） まちづくり戦略課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） すみません、まちづくり戦略課のほうから、報告

事項２件ほどお願いしたいと思います。 

 初めに、報告第51号でございます。一般財団法人日本自動車研究所と城里町との連携協
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力に関する協定についてご説明申し上げます。 

 令和２年12月18日、昨年になりますが、日本自動車研究所と連携協定を締結したもので

ございます。協定の目的につきましては、相互の連携と協力により、活力ある個性豊かな

地域社会の形成と進展に寄与することを目的としまして、目的達成のために、第２条に掲

げる１から７までの７項目について連携協力をするものでございます。 

 日本自動車研究所からぜひ施設を有効活用していただきたいというお話をいただきまし

て、この協定締結後に教育委員会のほうでも町内のマラソン大会等を計画したわけですが、

今年はコロナの影響ということで、事業が中止ということになってございます。 

 今後もお互いに連絡を密にしまして、研究所施設を有効活用させていただきたいと考え

てございます。議員の皆様方にも機会があれば、施設見学ですとか議員の研修等でご利用

いただければというふうに考えてございます。 

 次に、報告第52号 城里町と明治安田生命保険相互会社との包括連携協定についてご説

明申し上げます。 

 令和３年９月24日に明治安田生命保険相互会社と包括連携協定を締結したものでござい

ます。 

 協定の目的につきましては、お互いに綿密な相互連携と協働による活動を推進し、地域

ニーズに迅速かつ適切に対応し、町民の健康増進や町民サービスの向上を図ることを目的

とし、目的達成のために、２条に掲げます１から５までの項目で連携協力するものでござ

います。 

 この協力協定締結後の11月７日に開催しました城里町と常陸大宮市でつくる御前山・那

珂川広域連携協議会主催によりますトレイルラン大会においてボランティアスタッフとし

て12名の協力をいただいたところでございます。 

 今後は全町的に連携協力をお願いしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） 続いて、報告第54号の説明については省略いたします。 

 これより報告に対するご質問をお受けいたします。 

 質問は、初めに報告番号を言ってから簡潔にお願いいたします。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 教育長、ちょっとこの報告42号のやつで２条の（２）、あとは

43号の３条の（２）かな、その中に税金滞納者には支給しませんよというような文言で入

っているけれども、子供にこういうことを、親のやつを、子供のやつに対しての条例にこ

ういうことを入れているのがナンセンスだなって。教育長、給食なんていうのは税金払っ

ていない子供には食べさせないんですか。私の記憶でいくと、税金も払っていない町外の

子供らに食べさせているような気がするし、給食は食べさせていないんでしょう。それで、

町長が認めるやつはみんな、ホーリーホックなんていうのは外部の団体なんだけれども、
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みんな金出してやっているのに、なぜこの給食費だけが税金払われないのがね、支給しま

せんよなの。成人式も税金滞納している成人者は成人式出られないんですか。全て、健康

体操でも何でも税金滞納している家族は、ホロルの湯も何も利用させていないんですか。

こういう子供の修学旅行とふれあいの船のやつに堂々と載せてんならね、町がちゃんと区

分をして税金の払っていない人にはちゃんと費用をもらう、そういうことを取っていただ

きたい。それもやっていないで、こういう、本当に思い出づくりしたいのはこういう家族

じゃないですか、お金がなくて。こういうの入れておくのがナンセンスですよ。 

○議長（関 誠一郎君） 教育長髙岡秀夫君。 

○教育長（髙岡秀夫君） 14番小圷議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 その給付金も町民から預かっている税金から出すというような部分もございますので、

本当に所得がなかなか困っている方には、準要保護家庭とかそういう部分もございますの

で、昨年度そういうことで実施させていただいたもんですから、昨年そういうことをやっ

て今年はというようなこともできませんので、そういうところは何とぞご理解いただけれ

ばと思います。 

○議長（関 誠一郎君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） これ親じゃなくて、年寄りも何も、おばあちゃん、じいちゃん

が払っていなければ、誰でも１人が払っていなければ支払われないように書いているんで

すよ。給食費滞納している家族には支給していないんでしょう。税金もらっていない子供

ら、町外の子供らに食べらせたり、使用料も払っていないホーリーホックなんていうよう

な外部の団体にも水道費から使用料から払わせていないし、そういうの、ちゃんともらう

やつはもらって、逆に子供らには全部差別なく分けてやったらいいんじゃないですか。そ

ういうことできないんなら、こういう修学旅行の思い出づくりだの、ふれあいの船で中止

になったから金を払うなんていうことはやめていただきたい。来年コロナがどうなって、

みんなは行ったけれども、家族がコロナで、そういう疑いがあるから自粛してくださいと

いって、一家族が行かないときは金は払うんでしょう、教育長。町の財源にも限りがある

のに、今年の成人式だって見て分かるでしょう、１月に中止にして２万円払って10月に再

開して成人式やっているんですよ。そういうばかな話ありますか。中止だって、個人的に

成人者に２万円払って、10月に成人式やっているんですよ、その費用だってかかるんでし

ょう。そういうやっていることがいいかげんな事業だったら、これもやめていただきたい。 

○議長（関 誠一郎君） 教育長髙岡秀夫君。 

○教育長（髙岡秀夫君） 小圷議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 子供に罪はないですし、給食についても払っていないから食べさせないというようなこ

とは行っておりません。あくまでもこれは保護者に通知している部分でございまして、子

供にとってはそういうことで引け目を感じているような部分は、現在のところないと思っ

ております。 
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○議長（関 誠一郎君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 教育長ね、子供にこういう国境はないんですよ。親は生活が苦

しくて、払いたくても払えない家族はいると思います。誰も子供に迷惑をかけたくなくて、

一生懸命働きたくても働く場所がなくて、収入がなくて、そういう滞納している可能性も

あると思います。そういう中で、こういうのを入れて思い出づくりをさせないんなら、全

て、全てですよ、ちゃんともらうものはもらう、使用料も、全て、税金も取るものは取る、

使用料も取るものは取る。きちんと町がやってこういうこと書いているんなら、私は怒り

たくないんですよ。全て町長のさじ加減で、これは払います、使用料は頂きません、これ

は使用料をもらいます、差別しているような政治は駄目でしょうというの。子供らに与え

るのには、こういう条例の中に入れておくのはナンセンスですよ。ほかの議員さんの意見

聞いてください。 

 以上。答弁はいいです。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 小圷議員さんの質問に追加なんですけれども、私もこれについ

ては、この報告を見たときに、第２条と修学旅行の第３条に町税の滞納がないことという

ことで書いてありまして、ちょっとチェックさせていただきました。 

 この件については、私は以前からもうずっと申し上げてきました。これについては、前

回、何とかして検討しますというような答弁だったんではないかと思いますけれども、支

払っていなかったんでしょうか、滞納の方には。ちょっとそこのところをお伺いいたしま

す。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） 令和２年度、昨年度につきましても、同様に滞納

者には交付をしておりません。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） そうなんですか。これは教育委員会で決めたことなんですか。

それとも、町長と一緒に含めての決めたことなんですか。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） ４番藤咲議員のご質問にお答えいたします。 

 教育委員会並びにあと、町部局とも協議をして決定したことでございます。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） この滞納については非常に問題の多いところなんです。今、小

圷議員さんも言いましたけれども、払えるのに払わない人、それから、２種類あるんです

よ、払いたくても払えない人、要するにダブルワーク、トリプルワークをしてやっと子供

たちを育てている、そういう若いお母さん方に対して、ここ税金まで行き届かないんだよ
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という、そういう悲痛な叫びを出しながら、みんな生活しているんですよ。そういう中で、

町税からいろんなもの全てですね、介護保険料、国保料、健康保険料、そういうもので、

国保料ですか、そういうものが全部ここに当てはまっています。その中で払えないって、

それに当てはまる人は滞納者扱いになるということ自体がやはり町で考えていかなければ

ならないんじゃないかと思うんです。もうこれは随分前から私も言ってありますけれども、

滞納者なんだから当然だろうという、それこそ差別問題だよ。滞納していない人に、何で

これあげなくちゃならないのっていう差別的な言動を町から発信したのでは、これは町民

は救われません。 

 ですので、今、分割ででも、分割をして払っている人に限っては、何とか考えてあげた

いとか、そういう町民に対しての優しさみたいなものを持ってほしいと思いますよ。私の

頭にあるところでは、まずそういうものをつくっているのは、車がもう高齢者で、もう乗

れないよと、免許返納しなければならないよと、そういう人が滞納者では補助出せません。

それから、子供の交通費で、バス通学、電車通学する人、定期代が必要です。その定期代

が必要なときに、１年分しか買わなければ補助出しません、滞納している人には出せませ

ん。それから、そのもろもろなんですね。例えばもう本当にこういうこと、それからいろ

んなもの、町で助成しているようなもの、そういうようなものは全て滞納者にはあげられ

ません。それから、今のアマビエちゃんもそうなんですけれども、元気アップ振興券、こ

れは元気アップ振興券については、滞納者全く関係なく全員に個人に支払われています。

これは公平性には欠けるとは言いませんので、これはいいと思います。だから、そこまで

できるんですので、全ての面に対して、そういう町税の滞納というのを少し考えていただ

きたいなということです。 

 もう随分前から、私は議員になった頃から、もう８年前からずっとこのことは気になっ

て、皆さんに執行部に問い合わせて、言ってきていたと思います。ですので、この町税の

滞納について、滞納者は、滞納者はというような町民を分断するような、そういう考え方

はちょっと考えなおして、この際、考え直していただきたいなと切に願っているところで

す。もしどなたか答弁していただける方がおりましたらお願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） ４番藤咲議員のご質問の中で、滞納されている方

への扱いについてご質問がありましたので、その点についてだけご回答させていただきた

いと思います。 

 昨年度、この２事業につきましては、同様の事業ということで実施をいたしました。滞

納されている方の扱いにつきましては、担当部署におきまして、徴収の相談や、あと分割

で納付等をしていて、担当部署のほうで徴収の見込みがあるという方につきましては給付

金のほうを交付したというような形で取扱いをしておりましたので、その点ご報告いたし

ます。 
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○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） じゃ今度もそうしていただければと思います。よろしくお願い

します。 

 それで、そのほか、私の言ったことに対して、質問に対して答えられる方いらっしゃい

ますか。 

○議長（関 誠一郎君） 教育長髙岡秀夫君。 

○教育長（髙岡秀夫君） ４番藤咲議員さんのご質問というか、正式な正面からの回答に

ならないかもしれませんけれども、藤咲議員がおっしゃったように、私どもとしては、払

えるのに払わないという、そういうところの線引きが大変難しゅうございます。例えば子

供たちにスマホを全部持たせたりなんだりということで、あるいは私も教頭時代、給食費

の徴収、いろいろ駆け回りました。いろいろ掛け合ったときに、それも払えるのに払わな

い、教頭が来られたからちぇっていうようなことで、それで仕方なく払ってくれるような

方もございました。その線引きが私は難しいと思うんですね。 

 本当に藤咲議員がおっしゃるように、そういう方々に対しては、何度も言いますけれど

も、その線引きが難しいというのが実情でございます。そのあたりのところ、局長からも

ありましたように、支払い猶予ですとか、こういうわけで何とも今急に払えないんだとい

うようなことでご相談いただければ、ただ、完全にそういうものを無視するような形で、

言葉は悪いですけれども、堂々と払わないような方には、やはり何かしら、また逆にです

ね、そういうことによって急遽お支払いいただいたケースもございます。 

 ですから、本当に何度も申しますけれども、その線引きが非常に、悪質とまでは言いま

せんけれども、例えばちょっと小耳に挟んだことでは、私、教頭時代にね、上の子が払わ

ないで卒業しちゃうと、下の子も払わないんです。給食費なんかお前払っているのあんな

もの、卒業しちまえばなんていう会話のやり取りみたいなものも聞きますと、何かやはり

正直そういう方に対しては憤りを感じます。その辺のところ、おっしゃるように情という

ね、温かい町ということであれば、そのところをもっと議論していく、教育委員会内、あ

るいは町部局とも十分協議をしていかなければいけないかとは思っています。 

 ただ、去年そんなことやって、今年、手のひら返したみたいにっていう部分も難しいか

なというのも正直感じております。いずれにしましても、ちょっとお時間いただいて、慎

重に検討させていただきたいと思います。 

○議長（関 誠一郎君） ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） よく分かりました。そういう方も一部にはいると思います。そ

ういう人たちが大勢ではないんではないかと思います。一部の人たちを取り上げて、こう

いう人たちがいるのに、そういう人たちにも払えるのかと、払うのかと、それはおかしい

じゃないかというような人はほんの一部だと思います。そういう人にはきちんと対処して

もらって、払っていただく。そして、払いたくても払えない人、そういう人たちは学校で



－６２－ 

 

もちゃんと確認して見ているんだと思います。役場でもちゃんと見ていると思います。税

金の払い方、本当に大変で滞納しているという人、よく分かっていると思います。そうい

う分かっている人たちをなぜ放っておいて、滞納している人だからということでやってし

まうのか、そこら辺のところがやはり私は納得できません。 

 それで、今やはり答弁があったように、役場全体が、こういう人がいるんだから、こう

いう人のところにやる必要ないんじゃない、それこそおかしいよ、そんなのっていうこと

になりますので、それはやはり役場の中できちんと対策を取ってもらって、そしてあと、

払えない人たち、本当に生活に困っている人たちは真剣に親身になって相談してあげてく

ださい。そうすることによって、町民は考えていくんだと思います。そこら辺のところ、

あったかい町政にしてあげていただきたいと思います。お金の使い方です、お金の使い道

をきちんと町民のために使っていただきたいと思います。 

 答えられるところありますか。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） １点だけ尋ねたいのは、第３条（２）の生徒と同一世帯の者って

いうんだけれども、その（１）の中で保護者ね、給付金を受けることができるのは保護者、

親権を行う者がないときは未成年後見と、後見人をいうというふうに書いてあるんだけれ

ども、この同一世帯の者がという場合は、この保護者以外の者も含まれるということです

か。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） ７番三村議員のご質問にお答えいたします。 

 同一世帯の者ということでございますので、保護者以外の者も含まれることもございま

す。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） 例えば保護者以外の者というと、どういう人がいますかね。想定

しているのはどういう方ですか。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） 引き続き三村議員のご質問にお答えします。 

 想定される者といたしましては、祖父母等が同居されていて、世帯が一緒の方などが想

定されると思います。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） じゃ例えば兄弟、例えば兄弟が働いている場合なんていうのも世

帯が一緒ならば、これ含まれるということでいいのかな。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） 引き続き三村議員の質問にお答えいたします。 

 同一世帯ということになりますと、含まれるというふうに解釈しております。 
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○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） そうすると、同一世帯という範疇に、その住所にね、住民票があ

るということになると、例えばその子供とは血のつながりがないような人だっているじゃ

ないですか。そういう人も同一世帯というふうになるんですか。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） 同一住所におきまして、世帯分離がされていない

場合などにはそういったことになるかと思っております。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） そうですか。そうするとね、この第３条の中で（１）で保護者を

規定しているわけじゃないですか。それでいて、（２）には、その保護者以外にも同一世

帯の中に、範疇の中にだよ、滞納者がいたっていう場合、これかなり広くならないですか。

それも全部入れて、その中学生に対する給付金は払えないということになると、少しね、

この同一世帯という範疇が曖昧じゃないかというふうに思うんですよ、この条文の中にこ

ういう文言があるのが。こういうのはきちんと範疇を限定すべきだろうと私は思うんだよ

ね。教育委員会でどう、これ教育委員会で作っているんだろうけれども、どうですかね、

指摘に対して。 

○議長（関 誠一郎君） 教育委員会事務局長園部 繁君。 

○教育委員会事務局長（園部 繁君） 引き続き三村議員のご質問にお答えいたします。 

 今回報告に上げたものにつきましては、昨年度と同様の要件ということでございますの

で、変更するということは困難かと思っておりますが、今後、同様なものがあった場合に

は、保護者に限定するなど、または藤咲議員がご指摘あったこと、滞納者の取扱い、そう

いう要件を入れていいのかどうかなども含めてよく検討したいと思っております。 

○議長（関 誠一郎君） ７番三村孝信君。 

○７番（三村孝信君） ぜひね、そうしてほしいと思いますよ。藤咲議員も指摘していま

すけれども、生活に困っている人はなかなか声を上げられない。ましてね、役場に相談に

来いというけれども、役場の敷居が高い。そういうことを分かってあげてくださいよ。 

 それでね、こういうことで子供に肩身の狭い思いをさせてほしくないなというのは思う

んですよ。例えばＷｉ－Ｆｉがなくて肩身の狭い思いをするんじゃないって言ったらね、

Ｗｉ－Ｆｉには補助金を出すとかしますよというような話をしたでしょう。年頃の子供で

ね、自分ちがお金がなくてということをね、そういう思いをさせたくないと思いますよ。 

 ですから、ぜひこの同一世帯というのは、さっき局長が言ったように、きちっとね、保

護者であると、もしくは後見人だとか、そういうふうに限定して扱うべきだろうというふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 



－６４－ 

 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） 先ほど教育長が前回やっていなかったものを今回また急にやる

というのはちょっとおかしなものだから、それはできないとおっしゃいました。しかし、

それはですね、前回はできなかったけれども、今回からはこういうふうにするので、少し

ずつというような、そういう温かい目になるような、そういうことを考えていただきたい

と思います。前回できなかったんだから、恒例なんだから、今回もやらないよという、そ

ういう冷たい町政ではないようにお願いをしたいと思います。 

○議長（関 誠一郎君） 教育長髙岡秀夫君。 

○教育長（髙岡秀夫君） 大変申し訳ありません。私も反省しております。改悪でなけれ

ば、改善は前向きにということだと思います。すみません、去年だからと一概に、それは

ちょっと私も撤回させていただきます。検討したいと、局長が申し上げましたとおり、す

みませんでした。 

○４番（藤咲芙美子君） お願いします。 

○議長（関 誠一郎君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） 以上で報告を終了…… 

 町民課長加藤孝行君。 

○町民課長（加藤孝行君） すみません、午前中に議案第87号でストックヤード財源の内

訳の資料の提出を求められたので、アップしましたので、今上げます。 

〔「閉じちゃったもんで、用紙でくれないかな」「コピーがいい」

「分かりました」「後ほどコピーでお渡ししますので」と呼ぶ者

あり〕 

○町民課長（加藤孝行君） じゃすみません、紙で渡しますんで。 

○４番（藤咲芙美子君） 議長、いいですか、報告について、１つです。３つの報告につ

いて１つだけ。 

○議長（関 誠一郎君） １つだけ。 

 ４番藤咲芙美子君。 

○４番（藤咲芙美子君） すみませんです。報告51、52、53号について質問をいたします。 

 これね、中身を見ましたら、全部守秘義務が守れるようにということなんですが、協定

はしますけれども、この協定は第三者には開示漏えいしてはならないというような、そう

いうようなことを書いてあります。これが本当にどういうことなのか、よく私たちは分か

りません。そういうことを開示したいというときに、ここまで条例で、条例というか、規

則で書いてありますので、開示できませんというようなことになったとき、どうしたらい

いんだろうと悩んでいるところです。 

 これは本当に新しく制定されるものだと思いますので、ただ、自動車研究所については、
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非常にマラソンなどで利用していただきたい、施設を教育、有効に活用してほしいという

願いからということなので、これはいいかと思うんですけれども、ただ、この守秘義務と

いうものについて非常に引っかかりました。 

 報告第52号の守秘義務、第５条ですね。これも守秘義務というようなことで、公開しな

いようにというようなことを言われています。これは何の事業を行うのでしょうか、よく

分かりません。少し説明をしていただきたい。 

 それから、大塚製薬株式会社との包括連携ということですけれども、本当に美辞麗句を、

言葉で、中身のない内容が書かれています。非常にちょっと分からないので、この３つ、

どういうことなのか教えていただきたい。そして、守秘義務が、何でこんなに守秘義務と

強調されるのかお願いをしたいと思います。住民の情報は全て企業側に流すようなことを

言っているのにもかかわらず、町の中でやっていることは守秘義務だと、第三者に開示し

ちゃいけないと、そういうようなことは何なのかと、ちょっとよく分かりません、疑問に

思っていますので、説明してください、各それぞれお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関 誠一郎君） ちょっと待ってくださいよ。 

 藤咲議員、もう当初、私が求めたように、長くなる場合は直接担当課へお願いしますと

いう文言を私、言ったと思うんです。それで、その文言に関しては、直接担当課でお願い

してよろしいでしょうか。 

○４番（藤咲芙美子君） 分かりました。 

○議長（関 誠一郎君） お願いします。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 非常にね、報告を聞いていて、各課、課長さんにお願いしたい

んだけれども、今、町の歳入というかね、非常に逼迫して歳入が減っておりますので、各

課ね、使用料、そういうものをもろもろ頂くようにしていただきたい。さっきのやつばか

り厳しくしないで、全てね、使用料でも全て、何でも頂くように、本当に財源を圧迫して

いますので、お願いいたします。 

○議長（関 誠一郎君） 以上で報告を終了いたします。 

 以上で本日の全員協議会の議事事項は全て終了いたしました。 

 なお、来る12月７日火曜日午前10時をもって、令和３年第４回城里町議会定例会が招集

されますので、午前９時50分までに議員控室にお集まりくださるようよろしくお願いいた

します。 

 以上をもちまして、全員協議会を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。 

午後 ３時２１分閉会 


